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43．性犯罪・性暴力対策の強化の方針の決定について（通知）（令和５年３月 30日

通知） 

 

 

 

 

 

４文科教第１９６１号 

令和５年３月３０日 

各都道府県教育委員会教育長 

各指定都市教育委員会教育長 

各都道府県知事 

構造改革特別区域法第12 条第１ 項 

の認定を受けた各地方公共団体の長 

各国公立大学法人の長            殿 

各文部科学大臣所轄学校法人理事長 

各大学を設置する学校設置会社の代表取締役 

各国公私立高等専門学校長 

厚生労働省医政局長 

厚生労働省社会・援護局長 

文部科学省総合教育政策局長 

藤 江 陽 子 

文部科学省初等中等教育局長 

藤 原 章 夫 

文部科学省高等教育局長 

池 田 貴 城 

 

性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針の決定について（通知） 

 

性犯罪・性暴力は、被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、決して許されないも

のです。 

政府は、令和２年６月、「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」を策定し、令和２年度か

ら４年度までの３年間を「集中強化期間」として対策の強化に取り組んできました。 

これまでの「集中強化期間」による取組を継続・強化するため、内閣府、警察庁、法務

省、文部科学省及び厚生労働省の局長級を構成員とする「性犯罪・性暴力対策強化のため

の関係府省会議」にて、令和５年度から７年度までの３年間を「更なる集中強化期間」と

位置付けるとともに、同期間における関係府省の取組の方針を示すため、「性犯罪・性暴

力対策の更なる強化の方針」（以下「本方針」という。）を、別添のとおり、決定いたし

ました。 

 
 本方針には、文部科学省関係の取組として、わいせつ行為を行った教員等の厳正な処

分と再犯防止、学校等で相談を受ける体制の強化、「生命（いのち）の安全教育」や情

報モラル教育等の推進、「痴漢撲滅に向けた政策パッケージ」※の確実な実行等が盛り

込まれています。 
※３月３０日付事務連絡「児童生徒等の痴漢被害への対応について(依頼)」参照 

 

「性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針」が策定されましたので、その内容をお知

らせするとともに、「生命（いのち）の安全教育」の取組の推進を改めてお願いするもの

です。 
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「生命（いのち）の安全教育」については、令和５年度から全国展開することとしてお

り、これまで、別添３のとおり、教材・指導の手引きの作成、動画教材の作成、モデル事

業の実施、生徒指導提要に「生命（いのち）の安全教育」を盛り込む等の取組を行ってま

いりました。令和５年度からは、全国フォーラムの開催等、学校現場での実践をより後押

しする取組を通じ、全国展開を強力に推進してまいります。改めて、各学校や地域の状況

に応じた「生命（いのち）の安全教育」の実施について、積極的な取組をお願いします。 

 

文部科学省においても、本方針に基づいて引き続き取組を進めてまいります。各位にお

かれても本方針について十分了知されるとともに、引き続き、その趣旨を踏まえた教育・

啓発等に取り組んでいただくようお願いします。 
 

本方針について、各都道府県教育委員会教育長におかれては、市（指定都市を除く。）区町

村教育委員会及び所管の学校（専修学校及び各種学校を含む。以下同じ。）に対して、各指定

都市教育委員会教育長におかれては、所管の学校に対して、各都道府県知事におかれては、

所管の学校及び所轄の学校法人等に対して、構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を受

けた地方公共団体の長におかれては、所轄の学校設置会社に対して、国公立大学法人の長に

おかれては、その設置する学校に対して、文部科学大臣所轄学校法人理事長及び各大学を設

置する学校設置会社の代表取締役におかれては、その設置する学校に対して、厚生労働省医

政局長及び厚生労働省社会・援護局長におかれては、所管の専修学校に対して、御周知くだ

さるようお願いします。 

 

 

別添１：性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針 概要 

別添２：性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針 

別添３：「生命（いのち）の安全教育」概要資料 

 

 

【本件連絡先】           

文部科学省総合教育政策局      

男女共同参画共生社会学習・安全課  

電話:03-5253-4111(内線 3268、3073) 
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性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針 

 

令 和 ５ 年 ３ 月 3 0 日 

性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議  

 

 

（１）本方針策定の経緯 

性犯罪・性暴力は、被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、決して許されないもので

ある。「相手の同意のない性的な行為は性暴力」であり、「悪いのは加害者である」、「被害

者は悪くない」という認識を社会全体で共有し、性犯罪・性暴力の根絶のための取組や被害者

支援を強化していく必要がある。 

政府は、被害に遭った方々や支援団体等の熱心な活動によって性犯罪・性暴力のない社会の

実現に向けた社会的気運が高まる中、令和２年６月、「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」

（以下「強化の方針」という。）を策定し、令和２年度から４年度までの３年間を「集中強化

期間」として対策の強化に取り組んできた。その間、法務省の法制審議会において性犯罪に対

処するための刑事法の整備に係る調査審議が進められてきたところ、政府においては、同審

議会による答申を踏まえ、「暴行」・「脅迫」、「心神喪失」・「抗拒不能」要件の改正、い

わゆる性交同意年齢の引上げ、公訴時効の見直し等を内容とする法律案 1 及び性的姿態の撮

影行為及びその画像等の提供行為に係る罪の新設等を内容とする法律案 2 の立案作業を行い、

令和５年３月、それぞれ閣議決定の上国会に提出したところである。また、関係府省が連携

し、性犯罪者に対する再犯防止施策の更なる充実に取り組むととともに、性犯罪・性暴力被害

者支援のためのワンストップ支援センター（以下「ワンストップ支援センター」という。）に

おける支援の充実等、被害申告・相談をしやすい環境の整備や切れ目のない手厚い被害者支

援の確立のための取組を進めてきた。さらに、「生命（いのち）の安全教育」の推進や「若年

層の性暴力被害予防月間」の実施等、教育・啓発活動を通じた社会の意識改革と暴力予防のた

めの取組も実施してきた。これらの「強化の方針」に基づく施策は、毎年度、フォローアップ

を行い、その結果を男女共同参画会議の専門調査会に報告することにより、その確実な実行

を図ってきた。 

 その一方で、性犯罪は、被害者に対し、身体的にも精神的にも極めて重い被害を与える重

大な犯罪であるとの理解が浸透してきているが、被害に遭っても誰にも相談できず、適切な

支援につながっていない状況も見られる。さらに、令和４年に法整備が行われたＡＶ出演被

害の防止と被害者救済の推進、若い世代にとっての身近な問題として近年顕在化しているオ

ンライン上の性暴力や ＳＮＳに起因する性被害等の新たな課題への対応など、性犯罪・性暴

力対策の更なる強化が必要となっている。 

このような状況を踏まえ、これまでの「集中強化期間」による取組を継続・強化するため、令

和５年度から７年度までの３年間を「更なる集中強化期間」と位置付けるとともに、同期間

における関係府省の取組の方針を示すため、本方針を策定する。 

1 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案 
2 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁

的記録の消去等に関する法律案 

別添２ 

はじめに 
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（２）本方針の位置づけ 

本方針は、５年間の施策の大綱を示した第５次男女共同参画基本計画（以下「５次計画」と

いう。）3の確実な実行を図るため、５次計画の目標年度である令和７年度までの３年間にお

いて関係府省が連携して取り組むべき施策の方向性を示すものである。本方針に基づいて講

ずる具体的な施策等については、毎年の年央に策定される「女性活躍・男女共同参画の重点方

針」4の策定過程において検討し、同重点方針において示していく。 

また、性犯罪・性暴力対策は幅広い分野に渡っており、各分野において計画等が策定されてい

る。本方針による取組は、「子供の性被害防止プラン（児童の性的搾取等に係る対策の基本計

画）2022」5、「「世界一安全な日本」創造戦略 2022」6、「痴漢撲滅に向けた政策パッケー

ジ」7、「第４次犯罪被害者等基本計画」8「第二次再犯防止推進計画」9等において実施するこ

ととされている関連施策とも相互に連携を図りながら実行していく。 

また、性犯罪・性暴力対策については、引き続き、被害当事者や被害者支援団体、有識者等

の意見を伺いながら、また、「強化の方針」において示した性犯罪・性暴力の６つの特性（別

添）を十分に踏まえながら行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 令和２年 12 月 25日 閣議決定 
4 令和４年６月３日    すべての女性が輝く社会づくり本部男女共同参画推進本部決定 
5 令和４年５月 20日   犯罪対策閣僚会議決定 
6 令和４年 12 月 20日   閣議決定 
7 令和５年３月 30日   内閣府、警察庁、法務省、文部科学省、国土交通省取りまとめ 
8 令和３年３月 30日   閣議決定 
9 令和５年３月 17日   閣議決定 
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（１）刑事法の改正に係る対応                                  【法務省、関係府省】 

性犯罪に対処するための刑事法の整備については、令和３年９月、法務大臣 から法制審

議会に法整備の在り方について諮問を行い、同年 10月以降、同審議会刑事法（性犯罪関

係）部会において調査審議が行われてきたところ、令和 ５年２月 17 日に答申が得られ

た。政府においては、同審議会による答申を踏まえ、「暴行」・「脅迫」、「心神喪失」・

「抗拒不能」要件の改正、いわゆる性交同意年齢の引上げ、公訴時効の見直し等を内容とす

る法律案 10及び性的姿態の撮影行為及びその画像等の提供行為に係る罪の新設等を内容と

する法律案 11の立案作業を行い、令和５年３月、それぞれ閣議決定の上国会に提出したと

ころである。今後、同法案の国会における審議等の状況を踏まえ、適切に対応する。また、

同法案の成立後は、円滑な施行のため、その内容を広く一般に周知するための広報啓発に取

り組むとともに、警察やワンストップ支援センター等、被害者と接する現場職員等が適切に

対応できるよう、関係府省が協力して研修の実施等に取り組む。 

 

（２）刑事手続の運用に関する検討                    【法務省】 

児童を被害者とする事案において従来から行っている代表者聴取（協同面接、いわゆる司

法面接的手法を用いた事情聴取）を含め、被害者の事情聴取の在り方等について、参考とな

る事例や専門的知見等を踏まえ、より一層適切なものとなるよう検討を行い、可能なものか

ら順次実施する。その一環として、参考となる事例の把握のため、精神に障害のある性犯罪

被害者に対する代表者聴取の取組の試行を継続して実施し、課題の把握や、課題に対する適

切な対処に努める。 

 

（３）刑事手続における二次被害の防止及びプライバシー保護        【法務省】 

刑事手続において、性犯罪の被害者の二次被害の防止及びプライバシー保護を図る。ま

た、被告人の弁護人は、被害者に対する尋問に際しては、十分に被害者の人権に対する配慮

が求められることにつき、啓発に努める。 

 

（４）検察官等に対する研修の充実                    【法務省】 

刑事司法に関わる検察官等について、引き続き、性犯罪に厳正かつ適切に対処できるよう、

毎年実施の経験年数等に応じた各種研修において、検察官に対し、大学教授（精神科医師）等

を講師として、性犯罪に直面した被害者の心理や障害のある性犯罪被害者の特性や対応につ

いての講義を実施する。 

 
 

10 脚注１参照。 
11 脚注２参照。  

１ 刑事法の改正に係る対応及び刑事手続の適切な運用 
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（１）再犯防止対策の更なる強化等                  【法務省】 

刑事施設及び保護観察所における性犯罪者に対するプログラムについて、性犯罪者処遇プ

ログラム検討会による報告書（令和２年 10月）の内容等を踏まえ、プログラムを改訂し、令

和４年度から新たなプログラムを実施している。引き続き、指導者育成を進めるなどして、

プログラムの充実を図る。 

また、仮釈放中の性犯罪者等にＧＰＳ機器の装着を義務付けること等については、令和４

年度までに諸外国の法制度・運用や技術的な知見等を把握するための調査を行ったところで

あり、その結果を踏まえ所要の検討を行う。 

 

（２）地方公共団体による再犯防止施策の支援               【法務省】 

令和４年度に、地方公共団体等が活用可能な性犯罪者に対する再犯防止プロ グラムを開

発・提供したところ、その活用が図られるよう地方公共団体等への支援を行う。 

また、刑事施設及び保護観察所において、地方公共団体の求めに応じて、性犯罪者に対する

再犯防止施策を行うために必要な情報の提供を行っている事例があることを踏まえ、必要な

体制ができた地方公共団体に対しては、引き続き、出所者に関する情報を含め、必要な情報提

供を行う。 

 

（３）わいせつ行為を行った教員等の厳正な処分と再発防止 【文部科学省、こども家庭庁】 

本来、こどもを守り育てる立場にある教員や保育士等が、こどもたちに対して性暴力等を

行うということは断じてあってはならない。 

① 教員等に関する対応 

令和３年には「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」（令和３年法律第 

57 号）が制定され、同法及び同法に基づく基本指針等による取組を進めているところ、引き

続き、各教育委員会、学校法人等に対して、様々な機会を捉えて周知・徹底を図るとともに、

性犯罪・性暴力等の防止に向けた取組を一層徹底するよう指導等をしていく。また、同法に関

して、児童生徒性暴力等を行ったことにより教員免許状が失効等した者（特定免許状失効者

等）に関する情報を記録するデータベースの適切な運用を行う。さらに、特定免許状失効者等

に対する教員免許状の再授与審査に関して、都道府県教育委員会における専門家の適切な確

保に資するよう、職能団体等の協力も得ながら、専門家の候補者となる者の情報共有や専門

家の共通理解を図る取組等、必要な支援を行うとともに、全国で統一的な運用が行われるよ

う必要に応じて指導・助言を行う。 

 

② 保育士に関する対応 

保育士については、令和４年６月に改正された児童福祉法に基づき、わいせつ行為を行っ

た保育士に対する管理の厳格化を行う。また、わいせつ行為により保育士の登録を取り消さ

れた者の情報が登録されたデータベースを整備するなどわいせつ行為を行った保育士の情報

を、保育士を雇用する者等が把握できる仕組みを構築する。 

 

③ 日本版ＤＢＳの導入に向けた検討  【こども家庭庁、法務省、文部科学省、関係府省】 

教育・保育施設等やこどもが活動する場（放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブ、部

活動など）等において働く際に性犯罪歴等についての証明を求める仕組み（日本版ＤＢＳ）

の導入に向けた検討を加速し、こどもを性暴力等から守る環境整備を進める。 

２ 再犯防止施策の更なる充実と性犯罪・性暴力の予防 
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（１）被害届の即時受理の徹底                     【警察庁】 

性犯罪に関して被害の届出がなされた場合には、被害者の立場に立ち、明白 な虚偽又は著

しく合理性を欠くものである場合を除いて、即時に受理することを引き続き徹底するととも

に、被害届受理時の説明によって、被害者に警察が被害届の受理を拒んでいるとの誤解を生

じさせることがないよう必要な指導を行う。 

 

（２）証拠採取・保管体制の整備           【警察庁、内閣府、厚生労働省】 

当初は警察への届出を 躊躇 した被害者が、後日警察への届出意思を有するに至った場合

に備え、全ての都道府県において、警察、ワンストップ支援センター、医療機関が連携し、被

害者の希望に応じ、証拠の採取・保管を行うことができる体制を整備する。 

 

（３）捜査段階における二次被害の防止                  【警察庁】         

各都道府県警察の性犯罪捜査を担当する係への女性警察官の配置を引き続き推進し、被害

者の希望する性別の警察官が対応することにより、捜査段階における被害者の精神的負担の

緩和に努める。また、被害者の心情やプライバシーに十分配意した対応を取ることができる

よう、性犯罪指定捜査員を指定するとともに、警察官等を対象とした実効性のある研修を実

施する。 

 

（４）警察における相談窓口の周知や支援の充実              【警察庁】 

各都道府県警察の性犯罪被害相談電話につながる全国共通番号「＃８１０３（ハートさ

ん）」について、引き続き、「女性に対する暴力をなくす運動」等を通じ、更なる周知を図

る。 

また、性犯罪被害者の緊急避妊等に要する経費や、性犯罪被害者を含む犯罪被害者が自ら

選んだ精神科医、臨床心理士等を受診した際の診療料又はカウンセリング料について、でき

る限り全国的に同水準の公費負担の支援がなされるよう、都道府県警察に対し必要な指導を

行う。 

 

（５）被害者がワンストップ支援センター等につながるための取組  【内閣府、関係府省】 

ワンストップ支援センターは、被害直後からの医療的支援、法的支援、相談を通じた心理

的支援などを総合的に行うことができる機関であり、全ての都道府県に設置されている。性

暴力の被害者が速やかにワンストップ支援センターに相談できるよう、引き続き、関係府省

が協力してその周知等に努める。 

 

①ワンストップ支援センターの更なる周知 

【内閣府、警察庁、文部科学省、厚生労働省、関係府省】 

性暴力の被害者がワンストップ支援センターに速やかにつながること  が重要であること

を広く周知する。特に、医療機関、学校、警察等を含む地域の多様な機関への周知徹底を図

ることにより、当該機関に相談した被害者が、ワンストップ支援センターにつながることが

できるようにする。また、被害の潜在化を防ぐため、毎年４月に実施している「若年層の性

暴力被害予防月間」等を通じ、全国共通番号「＃８８９１（はやくワンストップ）」の更なる

３ 被害申告・相談をしやすい環境の整備 



206 

 

 

 

周知を図る。 

 

②多様な被害者に寄り添う相談方法の展開                 【内閣府】 

若年層、障害者、外国人を含む多様な相談者が利用しやすいよう、ワンストップ支援セン

ターにおけるメール相談、ＳＮＳ相談、オンライン面談、手話、外国語通訳の活用等の取組

を推進する。また、誰もが通話料の負担なく、最寄りのワンストップ支援センターに相談で

きるよう全国共通番号「＃８８９１（はやくワンストップ）」の通話料を令和４年 11月か

ら無料化したところであり、その利用状況や効果等も踏まえ、今後の運用について検討を行

う。さらに、国による性暴力被害者のためのＳＮＳ相談事業については、その実施状況等を

踏まえて今後の在り方を検討し、引き続き、多様な被害者が相談しやすい環境の整備を図

る。 

 

③24 時間・365 日対応の推進                      【内閣府】 

性犯罪・性暴力は、夜間休日を含めた緊急対応が必要になることから、都道府県等による

ワンストップ支援センターの 24 時間 365 日化の取組を引き続き推進する。また、令和３

年 10 月からは、夜間休日の対応が困難なワンストップ支援センター等への対応として「性

暴力被害者のための夜間休日コールセンター」事業を実施してきたところ、その利用状況等

も踏まえつつ、被害に遭った方が、全国のどこでも夜間休日を含めて相談ができ、適切な支

援が受けられるようにする観点から必要な施策等を検討し、実施する。 

 

④相談・支援へのアクセスの確保                     【内閣府】 

ワンストップ支援センターは、平成 30 年に全都道府県に設置されたところであるが、多

くの都道府県において１か所にとどまっており、被害者の所在地からの距離が遠いなどによ

り、必要な相談・支援を受けることが容易ではないことが指摘されている。引き続きワンス

トップ支援センターの増設等に係る検討を促すとともに、連携拠点等の整備、関係機関の連

携の強化、オンライン面談の活用等による対応など、地域の実情等に応じて、より相談・支

援にアクセスしやすい環境が整備されるよう必要な取組を検討し、実施する。 

 

（６）学校等で相談を受ける体制の強化                【文部科学省】 

 教育相談体制の強化のためスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置を

引き続き促進するとともに、性犯罪・性暴力の被害に遭った児童生徒等からの相談に適切に

対応することができるよう、教育委員会等に対し性被害を含む相談対応に関する周知を図

る。 

 

 
 

（１）ワンストップ支援センターを中核とする被害者支援の充実 

① 地域における関係機関とワンストップ支援センターの連携強化 

【内閣府、警察庁、こども家庭庁、法務省、文部科学省、厚生労働省】 

ワンストップ支援センターは、地域における被害者支援の中核的な組織 と位置付けられ

るものである。ワンストップ支援センターが、個々の被害者の置かれた状況に対応して、医

療的支援、法的支援、相談支援、同行支援、自立支援等を総合的に提供し、また、必要に応

４ 切れ目のない手厚い被害者支援の確立 
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じて専門機関等による支援につなぐことができるよう、ワンストップ支援センターと、警

察、病院（医師、看護師等）、弁護士、婦人相談所、婦人保護施設、児童相談所、教育委員

会等の地域における関係機関との連携の強化を図る。 

（警察との連携） 

性犯罪・性暴力被害者支援において、ワンストップ支援センターと警察との連携は重要で

ある。被害者の希望に応じて、警察への被害申告等に係る支援を円滑に実施し、被害者支援

に必要な情報の共有や意思疎通を図るなど、更なる連携を推進する。 

（医療機関との連携） 

性犯罪・性暴力被害者の支援において、病院（産婦人科、精神科等）との連携は重要であ

る。中核的病院をはじめとした医療機関や医師との連携等について、更なる推進を図る。 

（こどもの被害に関する連携） 

こどもの性暴力被害・性的虐待に対し、保育園、学校、教育委員会、スクールソーシャルワ

ーカー、児童相談所等から、必要に応じてワンストップ支援センターへの支援要請が行われ、

その専門的知見も活用しながら連携して対応することができるよう、ワンストップ支援セン

ターと関係機関との連携体制の構築を進める。 

 

②ワンストップ支援センターの支援体制の整備と対応能力の向上等       【内閣府】 

ワンストップ支援センターの運営の安定化と必要な人員の確保等を図るため、引き続き、

性犯罪・性暴力被害者のための交付金等により、都道府県等に対する必要な支援を行う。特

に、ワンストップ支援センターにおける支援の質の維持・向上のためには、相談員等の安定し

た雇用環境が不可欠である。このため、都道府県等が交付金の活用により、ワンストップ支援

センターの安定的な運営を図るとともに、コーディネーター、相談員、事務職員等について常

勤化を図る等、適切な処遇により職業として確立できるよう支援する。 

また、全国のワンストップ支援センターにおける相談支援の水準の向上等に資するため、

支援状況に関する調査等を継続的に行うとともに、共通相談票の導入や、支援員の役割や専

門的知見への地域における評価の確立を図る取組等を含め、国内外の先進事例等も踏まえつ

つ必要な施策を検討し、その実施を図る。 

さらに、全国のワンストップ支援センターがネットワークを構築できる会議の開催等により、

地域における関係機関との連携等に関する好事例を横展開するなど、ワンストップ支援セン

ター間において、相互の連携及び学び合いを促進する。 

 

③相談員の支援能力・専門性の向上のための研修の実施   【内閣府、警察庁、関係府省】 

ワンストップ支援センターにおける相談員や関係機関の対応能力の向上のための研修は不

可欠である。このため、各都道府県等による取組を促すとともに、国においても、相談員、セ

ンター長・コーディネーター、行政職員、医療関係者に対する研修の充実に努める。また、オ

ンライン研修教材について、支援に必要な基本的知識から新たな課題まで包括的に学習でき

るよう一層の充実を図る。さらに、関係法令の改正がなされた際は、ワンストップ支援センタ

ーの職員等が改正内容について十分に把握した上で適切な対応ができるよう、関係省庁の協

力を得て十分な研修を実施する。併せて、障害者や男性等を含め、様々な被害者への適切な対

応や支援について学べるよう研修教材を作成、提供する。 

さらに、ワンストップ支援センターと警察を含む関係機関の連携強化のため、合同の研修

や講師の相互派遣等の取組を促す。 
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（２）医療的支援の更なる充実と専門人材の育成 

①拠点となる医療機関等との提携の推進             【内閣府・厚生労働省】 

性犯罪・性暴力被害者に対する医療的支援の更なる充実のため、各地域において、病院への

ワンストップ支援センターの設置、中核的病院をはじめとした医療機関等との提携等の推進

を図る。特に、中長期的な関係の構築を見据えて公立病院や公的病院へのワンストップ支援

センター設置や提携を含め、関係強化を図る。 

 

②性犯罪・性暴力に関する専門知識を有する医療人材の養成        【厚生労働省】 

性犯罪・性暴力被害者の支援においては、被害者の健康回復、被害の拡大防止、犯罪事実の

一部の特定を行う医療関係者の役割が極めて重要であることから、地域において性暴力被害

者の支援を行う医療関係者等の専門家を育成するためのＯＪＴを含む実技研修等を実施する。 

また、トラウマを抱えた被害者からの相談が少なくないものの、地域において対応できる医

師の不足が課題として指摘されていることから、必要な治療を行える医師等の専門職の育成

を促進するとともに、適切な処遇について検討を行う。 

 

（３）中長期的な支援体制の充実 

①困難女性支援法に基づく中長期的支援            【厚生労働省、内閣府】 

 性的な被害を含む様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営  む上で困難な問題

を抱える女性の支援を目的として、令和４年に「困難な問題を抱える女性への支援に関する

法律」（令和４年法律第 52 号）が制定された。同法の施行（令和６年４月）に向けて着実

に準備を進める。 

同法及び同法に基づく基本方針に基づき、支援調整会議の場に関係機関が参画することに

よる連携体制の構築及び研修等を通じた日頃からの認識共有等に取り組む。また、性暴力や

性的虐待、性的搾取等の性的な被害による心的外傷等を抱えている者の場合は同被害の対応

について専門的な知見を有し、被害直後からの支援を総合的に行うワンストップ支援センタ

ー等の支援機関との連携を図る。 

 

② 法的支援の充実                           【法務省】 

性犯罪等の犯罪被害者の経済的な負担を軽減するため、弁護士による犯罪被害者支援に対

する経済的援助の在り方等について検討する。 

 

（４）多様な被害者支援の充実              【内閣府、警察庁、法務省】 

警察、検察、ワンストップ支援センターなどの関係者が、障害者や男性等を 含め、様々

な被害者への適切な対応や支援を行えるよう、関係機関において協力しつつ、相談支援の実

情等を踏まえた研修を実施する。 
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（１）発達段階に応じた教育・啓発活動         【文部科学省、こども家庭庁】 

①「生命（いのち）の安全教育」の取組の推進 

性犯罪・性暴力を根絶していくためには、加害者にならない、被害者にならない、傍観者に

ならないための教育と啓発を行っていくことが必要である。そのためには、こどもたちに、そ

して、社会に①生命（いのち）の尊さや素晴らしさ、②自分を尊重し、大事にすること（被害

者にならない）、③相手を尊重し、大事にすること（加害者にならない）、④一人一人が大事

な存在であること（傍観者にならない）のメッセージを強力に発信し続けることが重要であ

る。このため、発達段階に応じ、就学前の教育・保育を含め、学校等において、引き続き、「生

命（いのち）の安全教育」の取組を推進する。 

 

②教職員等への研修 

教職員等への研修の充実等のため、教育委員会等に対し、本方針等の周知を図る。 

 

③性差別意識の解消 

こどもたちの指導に役立つプログラムの開発・普及を通じ、引き続き、性被害・性暴力の背

景にある性差別意識の解消を図る。 

 

④学校等における教育や啓発の内容の充実 

＜小学校・中学校＞ 

・防犯教室等の講師となる教職員に対する指導法等の講習会を実施し、その講習を受けた教

職員が児童生徒に対して安全教育を実施する。 

＜小学校高学年・中学校＞ 

・指導者セミナー等を通して学校における情報モラル教育を推進する。 

＜高校・大学等＞ 

・通知の周知等により、性暴力等の防止に向けた各大学等の取組を促す。 

 

（２）こどもの犯罪被害防止対策の実施            【警察庁、文部科学省】 

こどもの性犯罪・性暴力の被害において、インターネットの利用に伴うもの が多くみら

れることを踏まえ、文部科学省と警察庁が共同で、こどもの犯罪被害防止対策を周知するた

め、具体的な犯罪被害事例や犯罪手口を盛り込んだリーフレット等を作成し、広報啓発活動

を推進する。 

 

（３）社会全体への啓発 

【内閣府、こども家庭庁、警察庁、文部科学省、厚生労働省、関係府省】 

性犯罪・性暴力の根絶のためには、それが個人の尊厳を著しく踏みにじる許 されない行為

であることについて、社会全体で認識を共有する必要がある。そして、「相手の同意のない性

的な行為は性暴力」であり、「悪いのは加害者である」、「被害者は悪くない」ということや、

誰もが加害者にも、被害者にも、傍観者にもならないよう社会全体で取り組む必要があるこ

となどについて、「若年層の性暴力被害予防月間」（毎年４月）や「女性に対する暴力をなく

す運動」（毎年 11 月 12 日から 25 日）を通じて、地方公共団体、学校、関係機関等との

連携の下で徹底した広報活動を展開し、啓発を強化する。 

５ 教育・啓発活動を通じた社会の意識改革と暴力予防 
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性犯罪・性暴力の被害をめぐる状況は、デジタル技術の進展を始めとする急速な社会の変

化等に伴い、日々刻々と変化している。昨今の状況を踏まえ、本方針に新たに記載することと

した以下の事項を含め、現状を適切に把握しつつ、迅速に対応していくことが求められる。本

方針を取りまとめた関係府省会議の構成府省が一体となり、また、当該分野に関わりの深い

他の省庁とも緊密に連携しながら、毎年度の女性活躍・男女共同参画の重点方針の策定等を

通じて、必要な施策を立案・実行していく。 

 

（１）ＡＶ出演被害の防止及び被害者の救済    【内閣府、警察庁、法務省、関係府省】  

ＡＶ出演被害の問題は、被害者の心身や私生活に将来にわたって悪影響を与える重大な人

権侵害である。令和４年６月に制定されたＡＶ出演被害防止・救済法 12により、出演被害の

防止と被害者の救済が適切に図られるよう、同法の趣旨や契約の特則等について引き続き周

知を図るとともに、出演契約について無条件で解除できること等について、ＳＮＳの活用等

による集中的な広報を実施する。また、出演被害の相談窓口となるワンストップ支援センタ

ーにおいて、被害者の心身の状態及び生活の状況等に配慮した適切な支援が行われるよう、

相談対応や法的支援に係る取組等を促進する。さらに、関係機関等の協力を得て、差止請求

や拡散防止に係る措置に関する支援の充実に取り組む。 

また、警察においては、ＡＶ出演被害防止・救済法等に基づき、相談者の心情等を十分に酌み

取りつつ、必要な聴取を行い、犯罪行為が認められる場合には厳正な取締りを行うとともに、

相談者の必要に応じ、ワンストップ支援センター等と連携して支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出

演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関

する法律（令和４年法律第７８号） 

  

６ 新たな課題等への対応 
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（２）インターネット上の性暴力等への対応 

①違法行為への厳正な対処               【警察庁、法務省、関係府省】 

児童買春・児童ポルノ等に関する被害の問題については、関係法令の適用により、違法行

為に対して、事案に応じたより一層厳正な対処を行う。また、リベンジポルノやいわゆるデ

ィープフェイクポルノ等に関しては、事案に応じて各種法令を適用することにより、違法行

為に対して厳正に対処する。 

 

②児童ポルノ画像等の流通・閲覧防止対策の推進              【警察庁】 

サイバーパトロールやインターネット・ホットラインセンター、匿名通 報事業等に寄せ

られた通報を通じて児童ポルノ画像等の違法情報等の把握に努め、把握した違法情報等につ

いては、警察又はインターネット・ホットラインセンターからサイト管理者等に対して削除

依頼を実施する。 

 

③ ＳＮＳに起因する被害の防止                     【警察庁】  

ＳＮＳに起因する事犯を防止するため、こどもの性被害等につながるおそれのある不適切

な書き込みをサイバーパトロールにより発見し、注意喚起・警告のためのメッセージを投稿

する取組を引き続き推進する。また、本取組に際しては、ＡＩ技術の活用やボランティアと

の連携等、より効果的な手法の導入を検討する。 

 

④安全・安心な利用のための教育・広報啓発 

【警察庁、こども家庭庁、法務省、文部科学省、関係府省】 

インターネット上の性的な暴力やハラスメントの被害者にも加害者に  もならないように

するという観点から、関係機関・団体等と連携して、安全・安心な利用のための広報啓発を

行うとともに、ＩＣＴリテラシーやメディア・リテラシーの向上のための取組を推進する。 

特に、自画撮り被害（だまされたり、脅かされたりして若年層・児童生徒等が自分の裸体

等を撮影し、メール等で送らされる形態の被害をいう。）を防止するため若年層、児童生徒

等や保護者に対する教育・啓発等の包括的な対策を総合的に推進する。 

 

（３）痴漢撲滅に向けた政策パッケージの確実な実行 

【内閣府、警察庁、法務省、文部科学省、関係府省】 

痴漢は重大な性犯罪である。痴漢の撲滅に向けて、「痴漢撲滅に向けた政策パッケージ」

において取りまとめた痴漢を防ぐ取組、加害者の再犯を防ぐ取組、被害者を支える取組、社

会の意識変革を促す取組等に関する施策について、関係府省の連携の下で確実に実行する。 

 

（４）性犯罪・性暴力被害者や支援者等に対する誹謗中傷の防止 

【内閣府、警察庁、法務省、関係府省】 

性犯罪・性暴力被害者や支援者等の声は、性犯罪・性暴力の根絶に向けた社 会的気運の

醸成に大きな役割を果たしてきた。性犯罪・性暴力の被害者や支援者等に対して、インター

ネット上等での誹謗中傷が行われることにより、その尊厳が損なわれたり、活動への支障等

により性犯罪・性暴力の根絶に向けた歩みが妨げられるようなことはあってはならない。あ

らゆる機会を通じ、こうした姿勢を発信すること等により、性犯罪・性暴力被害者や支援者

等への誹謗中傷行為を許さない社会規範の形成に努め、その防止を図る。 

また、刑罰法令に触れる行為が認められる場合には、個々の事案の具体的な事実関係に即

して、法と証拠に基づき厳正に対処する。 
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【関係府省】 

 

（１）本方針の実行と周知 

本方針については、令和７年度末までの「更なる集中強化期間」において、各府省で必要な

制度改正や予算確保を通じて施策の充実を図るとともに、性犯罪・性暴力に対応する現場に

おいて当該施策に係る取組を徹底する。また、地方公共団体や関係機関に対して、本方針及

びこれに基づく各府省の具体的取組について周知を行う。 

 

（２）フォローアップ等 

本方針の実施にあたっては、毎年度、進捗状況等についてフォローアップを行う。その結果

については、翌年の女性活躍・男女共同参画の重点方針の策定や令和７年に見込まれる第６

次男女共同参画基本計画の策定において活用する。 

また、本方針の実施やフォローアップにあたっては、令和５年度に実施予定の「男女間の暴

力における調査」その他の調査等を活用し、性暴力被害の実態の的確な把握に努めるととも

に、被害者支援に携わる方 （々支援団体やワンストップ支援センター等）や有識者等からの意

見を継続的に聴き、また、先行して様々な取組を行っている地方公共団体の取組も参考とし

ていく。 

７ 方針の確実な実行 
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（別添） 

 

（「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」抜粋） 

 

● 性犯罪・性暴力は、被害者の人としての尊厳を傷付け、心身に深刻な影響を与え、その後の生活に

も甚大な影響を与えることが多いこと。レイプ被害者の半数程度がＰＴＳＤの症状を抱えるとも言

われており、日常生活に深刻な影響を及ぼすこと。 

● 被害者が勇気を出して相談しても、二次被害が生じ、被害を誰にも話さなくなり、社会が被害の深

刻さに気付かず、無知、誤解、偏見がそのまま温存されるといった悪循環に陥っている場合がある

こと。 

●加害者の７～８割が顔見知りであるとの調査結果もあり、特にこどもは、親、祖父母やきょうだい

等の親族や、教師・コーチ、施設職員等、自分の生活を支えている人や友好的だと思っている人か

らの被害を受けることや、被害が継続することも多いところ、このような相手からの被害や、継続

的な性被害を受けている最中である場合には、被害を他人には言えない状況があること。 

●同じ加害者による類似の性犯罪・性暴力事案が何度も繰り返される例が少なくないこと。 

●障害者が被害を受けることが多い一方で、被害が潜在化しやすいという指摘があること。 

●男性やセクシュアルマイノリティが被害に遭った場合、被害を申告しにくい状況があること。 

  

性犯罪・性暴力の特性 
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44．教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の公布について（抄）（令和

３年６月 11 日通知） 

 

 

 

３文科教第２６８号 

令和３年６月１１日 

 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長 

殿 

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 教 育 長 

各 都 道 府 県 知 事 

各 指 定 都 市 市 長 

構造改革特別区域法第１２条第１項の 

認 定 を 受 け た 各 地 方 公 共 団 体 の 長 

附 属 学 校 を 置 く 各 国 公 立 大 学 長 

各 文 部 科 学 省 所 轄 学 校 法 人 理 事 長 

教 職 課 程 を 置 く 各 国 公 私 立 大 学 長 

教職課程を置く各指定教員養成機関の長 

 

文部科学事務次官 

藤 原  誠 

 

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の公布について（通知）【抄】 

 

 

この度、第 204 回国会において、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」（令和

３年法律第 57 号。以下「法」という。）が成立し、令和３年６月４日に公布されました。 

この法律は、教育職員等による児童生徒性暴力等が児童生徒等の権利を著しく侵害し、児童生徒等に

対し生涯にわたって回復し難い心理的外傷その他の心身に対する重大な影響を与えるものであること

に鑑み、児童生徒等の尊厳を保持するため、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策

を推進し、もって児童生徒等の権利利益の擁護に資することを目的としており、一部の規定を除き、公

布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。 

法においては、対象となる児童生徒等や児童生徒性暴力等の定義等のほか、児童生徒性暴力等の禁止、

基本理念、国、地方公共団体、任命権者等、学校の設置者、学校及び教育職員等の責務、児童生徒性暴

力等を理由として教員免許状が失効した者（以下「特定免許状失効者等」という。）のデータベースの

整備や教育職員等・児童生徒等に対する啓発を含む教育職員等による児童生徒性暴力等の防止・早期発

見・対処に関する措置とともに、特定免許状失効者等に対する免許状の再授与に関しては、改善更生の

状況などその後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められる場合に限り認められるこ

ととする教育職員免許法の特例等について規定されています。 

また、法ではこれらに関して、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を総合的か

この度、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律（令和３年法律第 57 号）が公

布されましたので、その概要等について通知します。 
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つ効果的に推進するための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を文部科学大臣が定めることが

規定されています。 

衆議院文部科学委員会及び参議院文教科学委員会においては、別添④及び⑤のとおり決議が付され

ています。 

文部科学省においては、今後、法や、提案者から提案理由説明で明確にされた、教員による児童生徒

に対する性暴力等は、児童生徒の権利を著しく侵害し、児童生徒に対し生涯にわたって回復し難い心理

的外傷などの影響を与えるものであり、決して許されるものではなく、児童生徒に対するわいせつ行為

を行った教員が教壇に戻ってくるという事態はあってはならない旨の立法趣旨及びこれらの決議を十

分に踏まえ、基本指針の策定をはじめとして、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する総

合的な施策を通じ、児童生徒等の権利利益の擁護に資するよう、取組を一層推進してまいります。 

各地方公共団体等におかれても、法の意義等を御理解の上、また、今後国が定める基本指針等も十分

に踏まえ、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策の推進を図っていただくようお

願いいたします。また、法が施行されるまでの間であっても、法の趣旨等や「令和元年度公立学校教職

員の人事行政状況調査結果等に係る留意事項について」（令和３年４月９日付け３文科初第 45 号初等

中等教育局長、総合教育政策局長通知）等を踏まえ、児童生徒性暴力等を未然に防止するための取組等

を進めるとともに、児童生徒性暴力等を行った教員について厳正に対応いただくようお願いいたしま

す。 

各都道府県教育委員会におかれては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会（指定都市教育委員

会を除く。）に対して、各指定都市教育委員会におかれては所管の学校に対して、各都道府県知事にお

かれては域内の市区町村（指定都市を除く。）及び所轄の学校法人等（文部科学省所轄の学校法人を除

く。）に対して、各国公立大学長におかれてはその設置する附属学校に対して、構造改革特別区域法第

12 条第 1 項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては所轄の学校設置会社に対して、周知をお

願いいたします。 

 

（別添） 

①教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 概要 

②教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律のあらまし（令和３年６月４日付け官

報） 

③教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律（令和３年法律第 57 号） 

④教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する件（衆議院文部科学委員会） 

⑤教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案に対する附帯決議（参議院文教科学

委員会） 

  

【本件担当】 

文部科学省総合教育政策局教育人材政策課 

TEL：03-5253-4111（内線 4407） 
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教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案 概要 

 

児童生徒等の尊厳を保持するため、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を推

進し、もって児童生徒等の権利利益の擁護に資することを目的とする。 

 

「児童生徒性暴力等」に該当する行為として、現在の運用上、児童生徒等に対するわいせつ行為等

として懲戒免職処分の対象となり得る行為を列挙。 

（※刑事罰の対象とならない行為も含み、児童生徒等の同意や暴行・脅迫等の有無を問わない。）   

「児童生徒等」とは、学校に在籍する幼児、児童又は生徒・18歳未満の者をいう。 

 

教育職員等は、児童生徒性暴力等をしてはならない。 

 

◎基本理念 （施策の推進に当たっての基本的認識、児童生徒等の安心の確保、被害児童生徒等の

保護、適正かつ厳格な懲戒処分等 等） 

◎国等の責務（国・地方公共団体・任命権者等・学校の設置者・学校・教育職員等） 

◎法制上の措置等                         について規定 

 

 

文部科学大臣は、基本指針を策定。 

 

① 教育職員等に対する啓発 

② 児童生徒等に対する啓発 

③ データベースの整備等 

④ 児童生徒性暴力等対策連絡協

議会 

   ① 早期発見のための措置 

② 学校への通報、警察署への通報等 

③ 専門家の協力を得て行う調査 

④ 児童生徒等の保護支援等 

⑤ 教育職員等以外の学校で働く者の児童生徒性

暴力等への対処 

 

◎児童生徒性暴力等を行ったことにより免許状が失効等した者については、その後の事情から再免

許を授与するのが適当である場合に限り、再免許を授与することができる。 

 ※ 児童生徒性暴力等を行ったことで免許失効等となった者は、現行の教育職員免許法の欠格期

間経過後、上記の厳しいルールに基づき再免許授与の可否を判断。 

 

◎一部の規定を除き、公布の日から起算して一年以内に施行 
 
 

◎教育職員等以外の児童生徒と接する業務に従事する者による児童生徒性暴力等の防止等の体制の

在り方、児童生徒と接する業務に従事する者の資格及び児童生徒等に性的な被害を与えた者に係

る照会制度の在り方等について検討 

◎３年後の見直し 

目的 

理念 

責務等 

禁止 

行為 

 

定義 

基本 

指針 

防止に 

関する 

措置 

早期発見 

対 処 に 関

する措置 

再免許 

の特例 

検討 

施行 

期日 
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45．子供や若者を性暴力の当事者にしないための「生命（いのち）の安全教育」の教材等

について（令和 3 年 4 月 16 日通知） 

３ 文 科 教 第 ９ ６ 号  

令 和 ３ 年 ４ 月 １ ６ 日  

 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長 

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 教 育 長 

各 都 道 府 県 知 事 

構 造 改 革 特 別 区 域 法 第 1 2 条 第 １ 項 

の 認 定 を 受 け た 各 地 方 公 共 団 体 の 長   

各 国 公 私 立 大 学 長  殿 

各 国 公 私 立 高 等 専 門 学 校 長 

厚 生 労 働 省 医 政 局 長 

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 長 

 

文部科学省総合教育政策局長 

      義 本  博 司  

（公印省略） 

文部科学省初等中等教育局長 

瀧 本   寛       

（公印省略） 

文部科学省高等教育局長 

伯 井  美 徳   

（公印省略）      

子供や若者を性暴力の当事者にしないための 

「生命（いのち）の安全教育」の教材等について（通知） 

 

 性犯罪・性暴力は、被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、その心身に長期にわたり重大な悪

影響を及ぼすものであることから、その根絶に向けた取組や被害者支援を強化していく必要がありま

す。 

 令和２年６月に政府が決定した「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」（以下「強化の方針」という。）

では、子供たちが性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないよう「生命（いのち）の安全教育」を推

進することとされ、わかりやすい教材や啓発資料、手引書等を作成、周知し、令和３年度から４年度に

かけて、地域の実情に応じて段階的に教育の現場に取り入れられるようにするとされております。 

 また、高等教育機関においても新入学生への周知を行うことで理解の促進を図ることが求められて

おります。 

 このため、文部科学省と内閣府が協力して、「生命（いのち）の安全教育」を実施する際に活用でき

る発達段階に応じた教材や啓発資料及び指導の手引き等を作成しました。本教材等は文部科学省ホーム

ページからダウンロードが可能です。 
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 文部科学省ホームページ「性犯罪・性暴力対策の強化について」 

URL：https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/index.html 

 

ついては、各位におかれても本教材等について十分了知されるとともに、強化の方針の趣旨を踏まえ

た教育・啓発の強化に向けた本教材等の積極的な活用について御協力をお願いします。 

 

本教材等について、各都道府県教育委員会教育長におかれては、市（指定都市を除く。）区町村教育

委員会及び所管の学校（専修学校及び各種学校を含む。以下同じ。）に対して、各指定都市教育委員会

教育長におかれては、所管の学校に対して、各都道府県知事におかれては、所管の学校及び学校法人等

に対して、構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては、所轄の

学校設置会社に対して、国公立大学法人の長におかれては、その設置する学校に対して、独立行政法人

国立高等専門学校機構理事長におかれては、その設置する高等専門学校に対して、大学又は高等専門学

校を設置する地方公共団体の長及び文部科学大臣所轄学校法人理事長におかれては、その設置する学

校に対して、大学を設置する学校設置会社の代表取締役におかれては、その設置する大学に対して、厚

生労働省医政局長及び厚生労働省社会・援護局長におかれては、所管の専修学校に対して、御周知くだ

さるようお願いします。 

 

 

（参考）ダウンロード可能な教材等 

 ①教材、啓発資料 

   (1)  幼児期 

   (2-1)小学校(低・中学年) 

   (2-2)小学校(高学年) 

   (3)  中学校 

   (4)  高校 

   (5)  高校(卒業直前）・大学・一般〔啓発資料〕 

 ②指導の手引き 

 ③保護者向け案内ひな形 

  ④生命(いのち)の安全教育概要資料〔別添資料〕 

 

【本件連絡先】           

文部科学省総合教育政策局      

男女共同参画共生社会学習・安全課  

電話:03-5253-4111(内線 3268、3073) 

https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/index.html
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46．「生命（いのち）の安全教育」に関する教員向け研修動画の公開及び児童生徒向け動画

教材の活用等について（周知）（令和４年 11 月 11 日事務連絡） 

 

 

事 務 連 絡 

令和４年１１月１１日 

各  都  道  府  県  教  育  委  員  会  担  当  課 

各  指  定  都  市  教  育  委  員  会  担  当  課 

各  都  道  府  県  私  立  学  校  主  管  部  課 

各 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人 担 当 課  

各 都 道 府 県 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 新 制 度 担 当 課 

構 造 改 革 特 別 区 域 法 第 1 2  条第１項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 

附 属 学 校 を 置 く 各 国 公 立 大 学 法 人 附 属 学 校 担 当 課 

高 等 専 門 学 校 を 設 置 す る 各 地 方 公 共 団 体 担 当 課 

高 等 専 門 学 校 を 設 置 す る 公 立 大 学 法 人 を 設 立 す る 各 地 方 公 共 団 体 担 当 課 

独 立 行 政 法 人 国 立 高 等 専 門 学 校 機 構 担 当 課 

 

 

文 部 科 学 省 

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課 

初 等 中 等 教 育 局 健 康 教 育 ・ 食 育 課 

 

 

 

「生命（いのち）の安全教育」に関する 

教員向け研修動画の公開及び児童生徒向け動画教材の活用等について（周知） 

 

 

文部科学省では、子供たちを性犯罪・性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせないため、生命の尊さ

を学び、性暴力の根底にある誤った認識や行動、また、性暴力が及ぼす影響などを正しく理解した上で、

生命を大切にする考えや、自分や相手、一人一人を尊重する態度等を身に付けるための「生命（いのち）

の安全教育」を推進しています。 

 

子供たちを性暴力の当事者にしないための「生命（いのち）の安全教育」の教員向け研修動画を公開し

ましたので、１人１台端末等による児童生徒向け動画教材の活用等と併せてお知らせします。 

御中 
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令和３年４月には、内閣府と連携し、発達段階に応じた教材や啓発資料及び指導の手引き等を作成・

公表しましたが、この度、独立行政法人教職員支援機構の「校内研修シリーズ」において、各学校段階に

おける指導内容について紹介した講義動画を作成・公開しました。教育委員会主催の研修会、各学校の校

内研修等で積極的に御活用ください。 

また、令和４年６月には教材及び指導の手引きに対応した児童生徒向けの動画教材も公開しておりま

すので、併せてお知らせします。児童生徒の１人１台端末等で動画教材をご活用いただくことで、授業等

における取組の充実や家庭等における学習も含めた効果的・効率的な学習の実施が考えられるため、積

極的に御活用ください。 

加えて、学校における性に関する指導については、学習指導要領に基づき、児童生徒の発達の段階に

応じて、学校の教育活動全体を通じて指導いただいているところです。具体的な指導に当たっては、例え

ば、小学校体育科の体の発育・発達についての学習、中学校保健体育科の心身の機能の発達についての学

習、中学校特別活動の思春期の不安や悩みの解決、性的な発達への対応についての学習などと関連付け

て、必要 に応じて、「生命（いのち）の安全教育」の教材等を御活用いただき、児童生徒が性に関して正し

く理解し適切な行動を取れるよう、学習指導要領に基づく着実な指導に努めていただくようお願いしま

す。 

（参考：性に関する指導の主な記述箇所） 

○ 小学校学習指導要領 

第２章第９節体育の第２〔第３学年・第４学年〕２Ｇ(2)ア(イ)及びイ第６章特別活動の第２

〔学級活動〕２(2)ウ 

○ 中学校学習指導要領 

第２章第７節保健体育の第２〔保健分野〕２(1)ア(オ)及びイ、(2)ア(イ)及びイ第５章特別

活動の第２〔学級活動〕２(2)イ、ウ 

○ 高等学校学習指導要領 

第２章第６節保健体育の第２款第２保健の２(1)ア(イ)及びイ、(3)ア(ア)及びイ第５章特別

活動の第２〔ホームルーム活動〕２(2)イ、エ、オ 

 

このことについて、各都道府県教育委員会におかれては、市（指定都市を除く。）町村教育委員会及び所管

の学校等に対して、各指定都市教育委員会におかれては、所管の学校等に対して、各都道府県におかれて

は、市町村及び所管の私立学校法人、保育所、認定こども園に対して、構造改革特別区域法第 12 条第１

項の認定を受けた地方公共団体におかれては、所轄の学校設置会社に対して、附属学校を置く国公立大学

法人におかれては、その設置する学校等に対して、高等専門学校及び公立大学法人を設置・設立する各地方公共

団体におかれましては、その設置・設立する高等専門学校及び公立大学法人に対して、独立行政法人国立

高等専門学校機構におかれては、その設置する高等専門学校に対して、御周知くださるようお願いしま

す。 
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〇独立行政法人教職員支援機構「校内研修シリーズ」 

・子供を性犯罪・性暴力の加害者・被害者・傍観者にしないための「生命（いの

ち）の安全教育」について 

 https://www.youtube.com/watch?v=2xyH7RP_N7I 
 

〇「生命（いのち）の安全教育」動画教材 

・幼児期向け 

https://www.youtube.com/watch?v=EHIygZz7WjE 

 

 

・小学校（低・中学年）向け  

https://www.youtube.com/watch?v=ddSdG7Doy7Q 

 

・小学校（高学年）向け 

https://www.youtube.com/watch?v=MBM0WBRHDtk&feature=youtu.be 

 

・中学生向け

https://www.youtube.com/watch?v=jxSjF1Ts9fM&feature=youtu.be 

 

・高校生向け 

https://www.youtube.com/watch?v=DBqxgs_KV1g&feature=youtu.be 

 

・（参考）「生命（いのち）の安全教育」教材、指導の手引き等 

https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/index.html 

 

【本件連絡先】 

（生命（いのち）の安全教育について） 

文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課 

電話:03-5253-4111(内線 3268、3073) 

（性に関する指導について）  

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

電話:03-5253-4111(内線 2918) 

http://www.youtube.com/watch?v=2xyH7RP_N7I
http://www.youtube.com/watch?v=EHIygZz7WjE
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47．「生命（いのち）の安全教育推進事業」の取組に関する実践事例集について（周知）（令

和５年７月５日事務連絡） 

 

 
事 務 連 絡 

令和５年７月５日 

 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 担 当 課 

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 担 当 課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 

各 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人 担 当 課 

各都道府県・指定都市・中核市保育所・認定こども園担当課 御中 

構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 

附属学校を置く各国公立大学法人附属学校担当課 

高等専門学校を設置する各地方公共団体担当課 

高等専門学校を設置する公立大学法人を設立する各地方公共団体担当課 

独立行政法人国立高等専門学校機構担当課 

 

文部科学省総合教育政策局 

男女共同参画共生社会学習・安全課 

 

「生命（いのち）の安全教育推進事業」の取組に関する実践事例集について（周知） 

 

 平素より文部科学行政に格別の御高配を賜り、誠にありがとうございます。 

 文部科学省では、「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」（令和２年６月 11 日性犯罪・性暴

力対策強化のための関係府省会議決定）を踏まえ、子供たちが性犯罪・性暴力の加害者、

被害者、傍観者にならないための「生命（いのち）の安全教育」教材及び指導の手引きを

作成し、公表しています。 

 また、これまでの性犯罪・性暴力対策の「集中強化期間」（令和２年度～４年度）による

取組を継続・強化するため、「性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針」（令和５年３月）

が決定し、令和５年度～７年度を「更なる集中強化期間」と位置付け、取組を継続・強化

することとなっております。 

 さらに、「女性活躍・男女共同参画の重点方針 2023（女性版骨太の方針 2023）」において

は、「生命（いのち）を大切にし、こどもたちを性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせな

いため、「生命（いのち）の安全教育」を推進する。発達段階に応じ、就学前の教育・保育

を含め、学校等において「生命（いのち）の安全教育」が実施されるよう、これまで構築

学校等における「生命（いのち）の安全教育」の実践を後押しし、全国展開を加速化するための取組として、

実践事例集を作成しましたのでお知らせします。「生命（いのち）の安全教育」は、各自治体や学校等で取組

を進めていただくことが重要であるため、全国の学校等において本事例集を御活用いただきますようお願い

します。 
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した多種多様な指導モデルも活用しながら、自治体における普及展開に関する取組を支援

することで、全国展開を加速化する。」とされています。 

 このような中で、学校等における「生命（いのち）の安全教育」の実践を後押しし、全

国展開を加速化するための取組の一つとして、実践事例集を作成しました。本事例集は、

幼稚園・保育園・認定こども園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の多様な事例

を、全体計画、目標、学習指導要領等との関連箇所、授業展開例、指導上の留意点等の構

成によりまとめています。 

昨年 12 月に改訂された生徒指導提要では、課題未然防止教育として、全ての児童生徒

が性犯罪・性暴力に対して適切な行動をとれる力を身に付けることができるように「生命

（いのち）の安全教育」を実施することとされており、各自治体や学校等で取組を進めて

いただくことが重要であるため、全国の学校等において本事例集を御活用いただきますよ

うお願いします。 

このことについて、各都道府県教育委員会におかれては、市（指定都市を除く）町村教

育委員会及び所管の学校等に対して、各指定都市教育委員会におかれては、所管の学校等

に対して、各都道府県におかれては、市町村及び所轄の私立学校法人、保育所、認定こど

も園に対して、各指定都市・中核市におかれては、所轄の保育所、認定こども園に対して、

構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を受けた地方公共団体におかれては、所轄の学

校設置会社に対して、附属学校を置く国公立大学法人におかれては、その設置する学校等

に対して、高等専門学校及び公立大学法人を設置・設立する各地方公共団体におかれまし

ては、その設置・設立する高等専門学校及び公立大学法人に対して、独立行政法人国立高

等専門学校機構におかれては、その設置する高等専門学校に対して、御周知くださるよう

お願いします。 

 

＜「生命（いのち）の安全教育」の取組に関する実践事例集＞ 
文部科学省ＨＰ「性犯罪・性暴力対策の強化について」に掲載しています。 
https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/index.html 

 
 ※同ページには、「生命（いのち）の安全教育」の教材をはじめ、「生命（いのち）の 

安全教育」を実施するに当たり参考となる情報を掲載し、随時更新しております。 
 

 

 

 

 

 

 

【本件担当】 

文部科学省総合教育政策局 男女共同参画共生社会学習・安全課 

男女共同参画学習室 男女共同参画推進係 

電   話：03(6734)2654 

Ｅメール ：danjo@mext.go.jp 

https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/index.html
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48．「生命（いのち）の安全教育」について 
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49．性に関する指導について 
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50．外国語教育に関する計画等及び活用可能な資料・教材等 

１．外国語教育に関する計画等 

教育振興基本計画（第４期）（抜粋） 

（令和５年６月１６日） 

目標４ グローバル社会における人材育成 

伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会

の平和と発展に寄与する態度、豊かな語学力、異なる文化・価値を乗り越えて関係を構築するための

コミュニケーション能力、新しい価値を創造する能力、主体性・積極性・包摂性、異文化・多様性の

理解や社会貢献、国際貢献の精神等を身に付けて様々な分野・地域で国際社会の一員として活躍でき

る人材を育成する。また、日本社会の多様性・包摂性を高めるとともに、日本を深く理解する外国人

を養成するため、外国人学生・生徒の受入れを推進する。 

 

【指標】 

・英語力について、中学校卒業段階で CEFR の A１レベル相当以上、高等学校卒業段階で CEFR の A２レ

ベル相当以上を達成した中高生の割合の増加（５年後目標値：６割以上） 

・全ての都道府県・政令指定都市において、中学校卒業段階で CEFR の A１レベル相当以上、高等学校

卒業段階で CEFR の A２レベル相当以上を達成した中高生の割合を５年後までに５割以上にすることを

目指す 

・特にグローバルに活躍することが期待される層の拡充に向けて、高等学校卒業段階で CEFR の B１レ

ベル相当以上を達成した高校生の割合の増加（５年後目標値：３割以上） 

 

○外国語教育の充実 

・外国語でコミュニケーションを図る資質・能力を着実に育成するため、教材・指導 資料の配布やデ

ジタルを活用したパフォーマンステストの実施など ICT の一層の活用促進、教師の養成・採用・研修

の一体的な改善、特別免許状の活用や専科教師 

・外国語指導助手（ALT）配置等の学校指導体制の充実など、総合的に推進する。 

・各都道府県等の負担軽減など必要な改善を行いつつ、「英語教育改善プラン」の策定とそれに基づく

計画的な取組を促し、英語教育実施状況調査等を通して継続したフォローアップを行うことにより、

PDCA サイクルを着実に機能させ、生徒や教師の英語力や指導力の向上を図る。 

・大学入学者選抜において、「読む・書く・聞く・話す」の４技能に関する総合的な英語力を適切に評

価するため、各大学の個別選抜について、優れた取組を幅広く普及するなど、各大学の取組を推進し

ていく。 
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２．学習指導要領に対応した外国語教育に関する指導資料、教材等 

 

・文部科学省 外国語教育ホームページ 

https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/index.htm 

・学習指導要領・学習指導要領解説 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1384661.htm 

・学習指導要領に対応した小学校外国語教育教材 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/123/houkoku/1382162.htm 

・「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料 小学校外国語、中学校外国語・高等学

校外国語編 

https://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidousiryou.html 

・ MEXCBT を活用した 英語「話すこと」「書くこと」の力の強化 

https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/1387503_00010.htm 

・外国語の指導における ICT の活用について（教科指導における ICT の効果的な活用のための参考資

料） 

https://www.mext.go.jp/content/20200911-mxt_jogai01-000009772_13.pdf 

・教員の ICT 活用指導力の向上（外国語活動、外国語科） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/mext_00012.html 

・子供の学び応援サイト（学習支援コンテンツポータルサイト）教師の指導に活用できるコンテン

ツ、教師を目指す学生の英語力向上にも資する学習コンテンツを掲載 

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm 

・YouTube 文部科学省公式 MEXTchannel 「外国語教育はこう変わる！」シリーズ 

（小・中・高等学校の授業映像、解説動画等を掲載） 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLGpGsGZ3lmbCsze5PvMhQ1TS-jXEZKA4f 

・令和６年度英語教育実施状況調査（生徒や教師の英語力、授業改善状況のデータ（全国、都道府県

等別）を掲載） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/1415043_00013.htm 

・全国学力・学習状況調査 

https://www.nier.go.jp/kaihatsu/zenkokugakuryoku.html 

・えいごネット（一般財団法人 英語教育協議会（ELEC） 文部科学省協力 のサイト） 

http://www.eigo-net.jp/ 
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51．成年年齢引き下げを踏まえた、学校教育における消費者教育の推進について 
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52．高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等につい

て（平成 27 年 10 月 29 日通知） 

２７文科初第９３３号  

平成２７年１０月２９日  

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会  

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 

各 都 道 府 県 知 事 

附属学校を置く各国立大学法人学長  殿 

高等学校を設置する学校設置会社を 

所轄する構造改革特別区域法第 12 条第 

1 項の認定を受けた各地方公共団体の長  

 

 

            文部科学省初等中等教育局長           
                       小 松  親 次 郎 
 

（印影印刷） 
 
      高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等 
      の生徒による政治的活動等について（通知） 
 
 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律（平成２６年法律第７５号）
により、施行後４年を経過した日（平成３０年６月２１日）以後にその期日がある国民投
票から、国民投票の期日の翌日以前に１８歳の誕生日を迎える者は、投票権を有すること

になりました。また、公職選挙法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第４３号）（以
下「改正法」という。）により、施行日（平成２８年６月１９日）後に初めて行われる国
政選挙（衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙）の公示日以後にその期日を公示
され又は告示される選挙から改正法が適用されることとなり、適用される選挙期日の翌日
以前に１８歳の誕生日を迎える等の公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第９条の各
項に規定する要件を満たす者は、国政選挙及び地方選挙において選挙権を有し、同法第１
３７条の２により、選挙運動を行うことが認められることとなりました。 
 これらの法改正に伴い、今後は、高等学校、中等教育学校及び高等部を置く特別支援学
校（以下「高等学校等」という。）にも、国民投票の投票権や選挙権を有する生徒が在籍
することとなります。 
 高等学校等においては、教育基本法（平成１８年法律第１２０号）第１４条第１項を踏
まえ、これまでも平和で民主的な国家・社会の形成者を育成することを目的として政治的

教養を育む教育（以下「政治的教養の教育」という。）を行ってきたところですが、改正
法により選挙権年齢の引下げが行われたことなどを契機に、習得した知識を活用し、主体
的な選択・判断を行い、他者と協働しながら様々な課題を解決していくという国家・社会
の形成者としての資質や能力を育むことが、より一層求められます。このため、議会制民
主主義など民主主義の意義、政策形成の仕組みや選挙の仕組みなどの政治や選挙の理解に
加えて現実の具体的な政治的事象も取り扱い、生徒が国民投票の投票権や選挙権を有する
者（以下「有権者」という。）として自らの判断で権利を行使することができるよう、具
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体的かつ実践的な指導を行うことが重要です。その際、法律にのっとった適切な選挙運動

が行われるよう公職選挙法等に関する正しい知識についての指導も重要です。 
 他方で、学校は、教育基本法第１４条第２項に基づき、政治的中立性を確保することが
求められるとともに、教員については、学校教育に対する国民の信頼を確保するため公正
中立な立場が求められており、教員の言動が生徒に与える影響が極めて大きいことなどか
ら法令に基づく制限などがあることに留意することが必要です。 
 また、現実の具体的な政治的事象を扱いながら政治的教養の教育を行うことと、高等学
校等の生徒が、実際に、特定の政党等に対する援助、助長や圧迫等になるような具体的な
活動を行うことは、区別して考える必要があります。 
 こうしたことを踏まえ、高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒によ
る政治的活動等についての留意事項等を、下記のとおり取りまとめましたので、通知しま
す。 
 また、このことについて、各都道府県教育委員会におかれては、所管の高等学校等及び

域内の市区町村教育委員会に対して、各指定都市教育委員会におかれては、所管の高等学
校等に対して、各都道府県知事及び構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を受けた地
方公共団体の長におかれては、所轄の高等学校等及び学校法人等に対して、附属学校を置
く各国立大学法人学長におかれては、設置する附属高等学校等に対して、御周知くださる
ようお願いします。 
 なお、この通知の発出に伴い、昭和４４年１０月３１日付け文初高第４８３号「高等学
校における政治的教養と政治的活動について」は廃止します。 
 

記 
 
第１ 高等学校等における政治的教養の教育 
  教育基本法第１４条第１項には「良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上

尊重されなければならない。」とある。このことは、国家・社会の形成者として必要
な資質を養うことを目標とする学校教育においては、当然要請されていることであ
り、日本国憲法の下における議会制民主主義など民主主義を尊重し、推進しようとす
る国民を育成するに当たって欠くことのできないものであること。 

  また、この高等学校等における政治的教養の教育を行うに当たっては、教育基本法第
１４条第２項において、「特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育そ
の他政治的活動」は禁止されていることに留意することが必要であること。 

 
第２ 政治的教養の教育に関する指導上の留意事項 
１．政治的教養の教育は、学習指導要領に基づいて、校長を中心に学校として指導のねら

いを明確にし、系統的、計画的な指導計画を立てて実施すること。また、教科において
は公民科での指導が中心となるが、総合的な学習の時間や特別活動におけるホームルー
ム活動、生徒会活動、学校行事なども活用して適切な指導を行うこと。 

  指導に当たっては、教員は個人的な主義主張を述べることは避け、公正かつ中立な立
場で生徒を指導すること。 

 
２．政治的教養の教育においては、議会制民主主義など民主主義の意義とともに、選挙や

投票が政策に及ぼす影響などの政策形成の仕組みや選挙の具体的な投票方法など、政治
や選挙についての理解を重視すること。あわせて、学校教育全体を通じて育むことが求
められる、論理的思考力、現実社会の諸課題について多面的・多角的に考察し、公正に
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判断する力、現実社会の諸課題を見いだし、協働的に追究し解決する力、公共的な事柄

に自ら参画しようとする意欲や態度を身に付けさせること。 
 
３．指導に当たっては、学校が政治的中立性を確保しつつ、現実の具体的な政治的事象も

取り扱い、生徒が有権者として自らの判断で権利を行使することができるよう、より一
層具体的かつ実践的な指導を行うこと。 

  また、現実の具体的な政治的事象については、種々の見解があり、一つの見解が絶対
的に正しく、他のものは誤りであると断定することは困難である。加えて、一般に政治
は意見や信念、利害の対立状況から発生するものである。そのため、生徒が自分の意見
を持ちながら、異なる意見や対立する意見を理解し、議論を交わすことを通して、自分
の意見を批判的に検討し、吟味していくことが重要である。したがって、学校における
政治的事象の指導においては、一つの結論を出すよりも結論に至るまでの冷静で理性的
な議論の過程が重要であることを理解させること。 

  さらに、多様な見方や考え方のできる事柄、未確定な事柄、現実の利害等の対立のあ
る事柄等を取り上げる場合には、生徒の考えや議論が深まるよう様々な見解を提示する
ことなどが重要であること。 

  その際、特定の事柄を強調しすぎたり、一面的な見解を十分な配慮なく取り上げたり
するなど、特定の見方や考え方に偏った取扱いにより、生徒が主体的に考え、判断する
ことを妨げることのないよう留意すること。また、補助教材の適切な取扱いに関し、同
様の観点から発出された平成２７年３月４日付け２６文科初第１２５７号「学校におけ
る補助教材の適正な取扱いについて」にも留意すること。 

 
４．生徒が有権者としての権利を円滑に行使することができるよう、選挙管理委員会との

連携などにより、具体的な投票方法など実際の選挙の際に必要となる知識を得たり、模
擬選挙や模擬議会など現実の政治を素材とした実践的な教育活動を通して理解を深め

たりすることができるよう指導すること。 
  なお、多様な見解があることを生徒に理解させることなどにより、指導が全体として

特定の政治上の主義若しくは施策又は特定の政党や政治的団体等を支持し、又は反対す
ることとならないよう留意すること。 

 
５．教員は、公職選挙法第１３７条及び日本国憲法の改正手続に関する法律（平成１９年

法律第５１号）第１０３条第２項においてその地位を利用した選挙運動及び国民投票運
動が禁止されており、また、その言動が生徒の人格形成に与える影響が極めて大きいこ
とに留意し、学校の内外を問わずその地位を利用して特定の政治的立場に立って生徒に
接することのないよう、また不用意に地位を利用した結果とならないようにすること。 

第３ 高等学校等の生徒の政治的活動等 
  今回の法改正により、１８歳以上の高等学校等の生徒は、有権者として選挙権を有し、

また、選挙運動を行うことなどが認められることとなる。このような法改正は、未来の

我が国を担っていく世代である若い人々の意見を、現在と未来の我が国の在り方を決め
る政治に反映させていくことが望ましいという意図に基づくものであり、今後は、高等
学校等の生徒が、国家・社会の形成に主体的に参画していくことがより一層期待される。 
他方で、①学校は、教育基本法第１４条第２項に基づき、政治的中立性を確保するこ

とが求められていること、②高等学校等は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第
５０条及び第５１条並びに学習指導要領に定める目的・目標等を達成するべく生徒を教
育する公的な施設であること、③高等学校等の校長は、各学校の設置目的を達成するた
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めに必要な事項について、必要かつ合理的な範囲内で、在学する生徒を規律する包括的

な権能を有するとされていることなどに鑑みると、高等学校等の生徒による政治的活動
等は、無制限に認められるものではなく、必要かつ合理的な範囲内で制約を受けるもの
と解される。 

これらを踏まえ、高等学校等は、生徒による選挙運動及び政治的活動について、以下
の事項に十分留意する必要がある。 

なお、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）等の法律に基づき、公職選挙法中普通
地方公共団体の選挙に関する規定が準用される住民投票において、投票運動を高等学校
等の生徒が行う場合は、選挙運動に準じて指導等を行うこととし、日本国憲法の改正手
続に関する法律第１００条の２に規定する国民投票運動を高等学校等の生徒が行う場合
は、政治的活動に準じて指導等を行うこととする。 

  
 【この通知の第３以下における用語の定義について】 

「選挙運動」とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を
得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為をすることをいい、有権者で
ある生徒が行うものをいう。 

「政治的活動」とは、特定の政治上の主義若しくは施策又は特定の政党や政治的団体
等を支持し、又はこれに反対することを目的として行われる行為であって、その効果が
特定の政治上の主義等の実現又は特定の政党等の活動に対する援助、助長、促進又は圧
迫、干渉になるような行為をすることをいい、選挙運動を除く。 

「投票運動」とは、特定の住民投票について、特定の投票結果となることを目的とし
て、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為をすることをいう。 

１．教科・科目等の授業のみならず、生徒会活動、部活動等の授業以外の教育活動も学校
の教育活動の一環であり、生徒がその本来の目的を逸脱し、教育活動の場を利用して選
挙運動や政治的活動を行うことについて、教育基本法第１４条第２項に基づき政治的中

立性が確保されるよう、高等学校等は、これを禁止することが必要であること。 
 
２．放課後や休日等であっても、学校の構内での選挙運動や政治的活動については、学校
施設の物的管理の上での支障、他の生徒の日常の学習活動等への支障、その他学校の政
治的中立性の確保等の観点から教育を円滑に実施する上での支障が生じないよう、高等
学校等は、これを制限又は禁止することが必要であること。 

 
３．放課後や休日等に学校の構外で行われる生徒の選挙運動や政治的活動については、以

下の点に留意すること。 
 （１）放課後や休日等に学校の構外で生徒が行う選挙運動や政治的活動については、違

法なもの、暴力的なもの、違法若しくは暴力的な政治的活動等になるおそれが高い
ものと認められる場合には、高等学校等は、これを制限又は禁止することが必要で
あること。また、生徒が政治的活動等に熱中する余り、学業や生活などに支障があ

ると認められる場合、他の生徒の学業や生活などに支障があると認められる場合、
又は生徒間における政治的対立が生じるなどして学校教育の円滑な実施に支障があ
ると認められる場合には、高等学校等は、生徒の政治的活動等について、これによ
る当該生徒や他の生徒の学業等への支障の状況に応じ、必要かつ合理的な範囲内で
制限又は禁止することを含め、適切に指導を行うことが求められること。 

 （２）改正法により選挙権年齢の引下げが行われ、満１８歳以上の生徒が選挙運動をで
きるようになったことに伴い、高等学校等は、これを尊重することとなること。 
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その際、生徒が公職選挙法等の法令に違反することがないよう、高等学校等は、

生徒に対し、選挙運動は１８歳の誕生日の前日以降可能となることなど公職選挙法
上特に気を付けるべき事項などについて周知すること。 

 （３）放課後や休日等に学校の構外で行われる選挙運動や政治的活動は、家庭の理解の
下、生徒が判断し、行うものであること。 

    その際、生徒の政治的教養が適切に育まれるよう、学校・家庭・地域が十分連
携することが望ましいこと。 

 
第４ インターネットを利用した政治的活動等 
  インターネットを利用した選挙運動や政治的活動については、様々な意見・考え方に

ついての情報発信や情報共有などの観点から利便性、有用性が認められる一方で、送ら
れてきた選挙運動用の電子メールを他人に転送するなどの公職選挙法上認められてい
ない選挙運動を生徒が行ってしまうといった問題が生じ得ることから、政治的教養の教

育や高等学校等の生徒による政治的活動等に係る指導を行うに当たっては、こうしたイ
ンターネットの特性についても十分留意すること。 

 
第５ 家庭や地域の関係団体等との連携・協力 
  本通知の趣旨にのっとり、現実の政治を素材とした実践的な教育活動をより一層充実

させるとともに、高等学校等の生徒による政治的活動等に関して指導するに当たって
は、学校としての方針を保護者やＰＴＡ等に十分説明し、共有すること等を通じ、家庭
や地域の関係団体等との連携・協力を図ること。 

 

 

 

 

  

担当：文部科学省初等中等教育局 

  （代表）０３－５２５３－４１１１ 

     ・本通知に関する一般的なお問合せ、生徒の政治的活動等に 

       関すること 

        児童生徒課 企画係               （内線２５５９） 

     ・政治的教養を育む教育に関すること 

        教育課程課 教育課程総括係       （内線２０７５） 

     ・教員の政治的中立性に関すること 

        初等中等教育企画課 教育公務員係 （内線４６７５） 
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小・中学校 け 主 者教育指導資 

「主 者として めら る力」を子 たちに育 ために

（ 部科学  ー  ー にて公表）            .    . o.                                   000 5.    

 理   
   年 の   に う動きや学習指導要 における主 者教育の位置
付け、 らに、  的事象の取扱いや学校における  的中 の 保等の学習
活動の 開に当たって特に  す きことなどについて  。

小・中学校 け主 者教育指導資 の概要

   年 及 成年年 の   により、主 者として めら る力を育成する教育（いわ る「主 者教育」）がこ まで
以上に めら ていることから、小・中学校 け主 者教育指導資 を 成しました。

 実   
小・中学校の  科及 特別活動における
指導事例について、
 「主 者教育の 実」に けた指導の  ン 
 指導の 開例
 実 するに当たっての   ・  事項等
 資 ・ ー  ー 等
などを  。

 指導事例
  科 小学校第４学年「    から  を る活動」

中学校公民的分 「 民の生活と  の 割」
特別活動 小学校第５学年学級活動「 活動」

中学校生  活動「学校生活の主体者としての  を とう」 など
（  科）小学校第４学年「    から  を る活動」より  

【生 用副教材 全ての ・公・  高校生（第１学年）等に  】

 第一部     
・  や  の  み（公 から開 までの  、  方法等）
・  の  （  と   定過程（  の  み）、年 別  率と  等）
・ 法改正 民  の  み

 教 用指導資 は、
 副教材を活用した指導の  ン などを  するとと に、
 指導上の  的中 の 保に関する   （教育基本法、公 法等）を  。
（全ての ー  ー  当教員及 公民科 当教員等 に  ）

  や  等に関する高校生 け副教材等について
           . o   . o.        o      o             o      o        01.    

 第 部 実   
  や  等に関する学習をより 加実 型にするため、学
校の授 等でそのまま使用できるよう、実施  、実施手 ・
方法、 ー  ー などを り  だ学習教材の実例を  。
・ 合いや   ー （  課 ）の手法
・    や  請 、    等

 第 部     
・  と   動等についての  Ａ
・学校における  的中 の 保（教育基本法等） 等

  や  等に関する副教材「 たちが  日本の未来」の概要



240 

 

 

 

 

53．学校における働き方改革に関する取組の徹底について（平成 31 年３月 18 日通知） 

３ ０ 教 教 人 第 ３ ２ 号 

平成３１年３月１８日 

教職課程を置く 

各 国 公 私 立 大 学 長 

各 指 定 教 員 養 成 機 関 の 長 

 

文部科学省総合教育政策局教育人材政策課長 

柳 澤 好 治   

 

（印影印刷） 

 

 

学校における働き方改革に関する取組の徹底について（通知） 

 

本年１月２５日，中央教育審議会において「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体

制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について（答申）」（以下「答申」とい

う。）が取りまとめられました。 

答申を踏まえまして，添付資料のとおり，学校における働き方改革に関する取組の徹底について，文

部科学省から各都道府県・指定都市教育委員会教育長宛てに通知しています（以下「通知」という）。 

学校における働き方改革を全国の学校において実現するためには，文部科学省，教育委員会，学校，

教師を養成する大学も含めた関係者が，それぞれの立場で，それぞれがすべきことに責任を持って積極

的に取り組むことが必要です。教職課程を設置する各大学におかれましても，答申及び通知を参考に，

特に下記の点に積極的に取り組んでいただくようお願いします。 

 

記 

 

１．学校における働き方に関する学生への指導 

教師を目指す学生に対し，勤務時間管理の重要性，勤務時間・健康管理を意識した働き方，学校及び

教師が担う業務，学校の組織運営体制の在り方などについて，「教職の意義及び教員の役割・職務内容

（チーム学校運営への対応を含む。）」などの科目において，答申及び通知を参考としつつ，適切に指導

を行うこと。 

 

 

２．学校体験活動の積極的な実施 

学生が長期間にわたり継続的に学校現場等で体験的な活動を行うことは，学校現場をより深く知る

ことができるとともに，自らの教師としての適格性を把握するための機会として有意義と考えられる。

また，学生を受け入れる学校側においても学校の様々な活動を支援する人材として有益と考えられる。 

  

殿 
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各大学においては，「教育職員免許法施行規則及び免許状更新講習規則の一部を改正する省令（平成

２９年文部科学省令第４１号）」によって教育実習（養護実習，心身に障害のある幼児，児童又は生徒

についての教育実習）の一部に含むことができようになった学校体験活動のほか，大学が独自に設定す

る科目や教職課程外の科目も含め，こうした機会の充実に積極的に取り組むこと。 

 

３．教育実習の適切な実施 

教育実習の実施については，学校や教育委員会との連携体制の中で，大学として責任を持って指導に

当たるとともに，学校の作成書類の精選やより負担の少ない実施時期の検討など，学校の負担軽減に留

意すること。 

 

４．附属学校における取組の推進 

附属学校を置く大学においては，それぞれの大学・附属学校の設置形態や目的等に応じて，学校にお

ける働き方改革の推進に積極的に取り組んでいくことが期待される。 

特に附属学校を置く国立大学は，設置する附属学校において率先して勤務時間管理を行うとともに，

附属学校の連合組織とも連携して業務改善に関する好事例を蓄積し，その効果や具体的な取組方法等

のモデルをエビデンスに基づいてわかりやすく全国の学校に示すこと。 

 

 

 

担当：総合教育政策局教育人材政策課企画係  

渡邉，内藤  

TEL：03-5253-4111（代表）内線 3196  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 本通知文中の「添付資料」は「学校における働き方に関する取組の徹底について（通知）」（平成 31 年３月 18 日付

け 30 文科初第 1497 号文部科学事務次官通知）です。当該通知については、文部科学省ホームページ

（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/hatarakikata/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1414498_1_1.pdf）

を御確認ください。なお、「54．学校における働き方改革に関する取組の徹底について（通知）【概要】」に当該通

知の概要を掲載しています。  

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/hatarakikata/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1414498_1_1.pdf
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54．学校における働き方改革に関する取組の徹底について（通知）【概要】 
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※「学校における働き方に関する取組の徹底について（通知）」（平成 31 年３月 18 日付け 30 文科初第 1497 号文部科学事務次官通

知）については、文部科学省ホームページ（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/hatarakikata/__icsFiles/afieldfile/2019/ 

03/18/1414498_1_1.pdf）を御確認ください。 
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55．障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について（平成 25 年 10

月４日通知） 

25 文科初第 756 号 

平成 25 年 10 月４日 

各都道府県・指定都市教育委員会教育長 

各 都 道 府 県 知 事 

附属学校を置く各国立大学法人学長 

構 造 改 革 特 別 区 域 法 第 １ ２ 条 

第１項の認定を受けた各地方公共団体の長 

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理事長 

文部科学省初等中等教育局長 

    前 川 喜 平 

（印影印刷） 

障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について（通知） 

中央教育審議会初等中等教育分科会報告「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システ

ム構築のための特別支援教育の推進（平成 24 年７月）」における提言等を踏まえた，学校教育法

施行令の一部改正の趣旨及び内容等については，「学校教育法施行令の一部改正について（通知）」

（平成 25 年９月１日付け 25 文科初第 655 号）をもってお知らせしました。この改正に伴う，

障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について留意すべき事項は下記のとお

りですので，十分に御了知の上，適切に対処下さるようお願いします。 

なお，「障害のある児童生徒の就学について（通知）」（平成 14 年５月 27 日付け 14 文科初第 

291 号）は廃止します。 

また，各都道府県教育委員会におかれては所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対して，

各指定都市教育委員会におかれては所管の学校に対して，各都道府県知事及び構造改革特別区域

法第 12 条第１項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては所轄の学校及び学校法人等

に対して，各国立大学法人学長におかれては附属学校に対して，下記について周知を図るととも

に，必要な指導，助言又は援助をお願いします。 

記 

第１ 障害のある児童生徒等の就学先の決定 

１ 障害のある児童生徒等の就学先の決定に当たっての基本的な考え方 

（１）基本的な考え方 

障害のある児童生徒等の就学先の決定に当たっては，障害のある児童生徒等が，その年齢

及び能力に応じ，かつ，その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため，可能

な限り障害のある児童生徒等が障害のない児童生徒等と共に教育を受けられるよう配慮し

殿 
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つつ，必要な施策を講じること。 

（２）就学に関する手続等についての情報の提供 

市町村の教育委員会は，乳幼児期を含めた早期からの教育相談の実施や学校見学，認定こ

ども園・幼稚園・保育所等の関係機関との連携等を通じて，障害のある児童生徒等及びその

保護者に対し，就学に関する手続等についての十分な情報の提供を行うこと。 

（３）障害のある児童生徒等及びその保護者の意向の尊重 

市町村の教育委員会は，改正後の学校教育法施行令第 18 条の２に基づく意見の聴取につ

いて，最終的な就学先の決定を行う前に十分な時間的余裕をもって行うものとし，保護者

の意見については，可能な限りその意向を尊重しなければならないこと。 

 

２ 特別支援学校への就学 

（１）就学先の決定 

視覚障害者，聴覚障害者，知的障害者，肢体不自由者又は病弱者（身体虚弱者を含む。）

で，その障害が，学校教育法施行令第 22 条の３に規定する程度のもののうち，市町村の教

育委員会が，その者の障害の状態，その者の教育上必要な支援の内容，地域における教育の

体制の整備の状況その他の事情を勘案して，特別支援学校に就学させることが適当である

と認める者を対象として，適切な教育を行うこと。 

（２）障害の判断に当たっての留意事項 

ア 視覚障害者 

専門医による精密な診断に基づき総合的に判断を行うこと。なお，年少者，知的障害

者等に対する視力及び視力以外の視機能の検査は困難な場合が多いことから，一人一人

の状態に応じて，検査の手順や方法をわかりやすく説明するほか，検査時の反応をよく

確認すること等により，その正確を期するように特に留意すること。 

イ 聴覚障害者 

専門医による精密な診断結果に基づき，失聴の時期を含む生育歴及び言語の発達の状

態を考慮して総合的に判断を行うこと。 

ウ 知的障害者 

知的機能及び適応機能の発達の状態の両面から判断すること。標準化された知能検査

等の知的機能の発達の遅滞を判断するために必要な検査，コミュニケーション，日常生

活，社会生活等に関する適応機能の状態についての調査，本人の発達に影響がある環境

の分析等を行った上で総合的に判断を行うこと。 

エ 肢体不自由者 

専門医の精密な診断結果に基づき，上肢，下肢等の個々の部位ごとにとらえるのでな

く，身体全体を総合的に見て障害の状態を判断すること。その際，障害の状態の改善，機

能の回復に要する時間等を併せ考慮して判断を行うこと。 

オ 病弱者（身体虚弱者を含む。） 

医師の精密な診断結果に基づき，疾患の種類，程度及び医療又は生活規制に要する期

間等を考慮して判断を行うこと。 
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３ 小学校，中学校又は中等教育学校の前期課程への就学 

（１） 特別支援学級 

学校教育法第 81 条第２項の規定に基づき特別支援学級を置く場合には，以下の各号に掲

げる障害の種類及び程度の児童生徒のうち，その者の障害の状態，その者の教育上必要な

支援の内容，地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して，特別支援学

級において教育を受けることが適当であると認める者を対象として，適切な教育を行うこ

と。 

障害の判断に当たっては，障害のある児童生徒の教育の経験のある教員等による観察・

検査，専門医による診断等に基づき教育学，医学，心理学等の観点から総合的かつ慎重に行

うこと。 

① 障害の種類及び程度 

ア 知的障害者 

知的発達の遅滞があり，他人との意思疎通に軽度の困難があり日常生活を営むのに一

部援助が必要で，社会生活への適応が困難である程度のもの 

イ 肢体不自由者 

補装具によっても歩行や筆記等日常生活における基本的な動作に軽度の困難がある程

度のもの 

ウ 病弱者及び身体虚弱者 

一 慢性の呼吸器疾患その他疾患の状態が持続的又は間欠的に医療又は生活の管理を

必要とする程度のもの 

二 身体虚弱の状態が持続的に生活の管理を必要とする程度のもの 

エ 弱視者 

拡大鏡等の使用によっても通常の文字，図形等の視覚による認識が困難な程度のもの 

オ 難聴者 

補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが困難な程度のもの 

カ 言語障害者 

口蓋裂，構音器官のまひ等器質的又は機能的な構音障害のある者，吃音等話し言葉に

おけるリズムの障害のある者，話す，聞く等言語機能の基礎的事項に発達の遅れがある

者，その他これに準じる者（これらの障害が主として他の障害に起因するものではない

者に限る。）で，その程度が著しいもの 

キ 自閉症・情緒障害者 

一 自閉症又はそれに類するもので，他人との意思疎通及び対人関係の形成が困難で

ある程度のもの 

二 主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもので，社会生活への適応が

困難である程度のもの 

② 留意事項 

特別支援学級において教育を受けることが適当な児童生徒の障害の判断に当たっての留

意事項は，ア～オについては２（２）と同様であり，また，カ及びキについては，その障害

の状態によっては，医学的な診断の必要性も十分に検討した上で判断すること。  
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（２） 通級による指導 

学校教育法施行規則第 140 条及び第 141 条の規定に基づき通級による指導を行う場合

には，以下の各号に掲げる障害の種類及び程度の児童生徒のうち，その者の障害の状態，そ

の者の教育上必要な支援の内容，地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案

して，通級による指導を受けることが適当であると認める者を対象として，適切な教育を行

うこと。 

障害の判断に当たっては，障害のある児童生徒に対する教育の経験のある教員等による観

察・検査，専門医による診断等に基づき教育学，医学，心理学等の観点から総合的かつ慎重

に行うこと。その際，通級による指導の特質に鑑み，個々の児童生徒について，通常の学級

での適応性，通級による指導に要する適正な時間等を十分考慮すること。 

① 障害の種類及び程度 

ア 言語障害者 

口蓋裂，構音器官のまひ等器質的又は機能的な構音障害のある者，吃音等話し言葉に

おけるリズムの障害のある者，話す，聞く等言語機能の基礎的事項に発達の遅れがある

者，その他これに準じる者（これらの障害が主として他の障害に起因するものではない

者に限る。）で，通常の学級での学習におおむね参加でき，一部特別な指導を必要とする

程度のもの 

イ 自閉症者 

自閉症又はそれに類するもので，通常の学級での学習におおむね参加でき，一部特別

な指導を必要とする程度のもの 

ウ 情緒障害者 

主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもので，通常の学級での学習にお

おむね参加でき，一部特別な指導を必要とする程度のもの 

エ 弱視者 

拡大鏡等の使用によっても通常の文字，図形等の視覚による認識が困難な程度の者で，

通常の学級での学習におおむね参加でき，一部特別な指導を必要とするもの 

オ 難聴者 

補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが困難な程度の者で，通常の学級

での学習におおむね参加でき，一部特別な指導を必要とするもの 

カ 学習障害者 

全般的な知的発達に遅れはないが，聞く，話す，読む，書く，計算する又は推論する能

力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示すもので，一部特別な指導を必要と

する程度のもの 

キ 注意欠陥多動性障害者 

年齢又は発達に不釣り合いな注意力，又は衝動性・多動性が認められ，社会的な活動

や学業の機能に支障をきたすもので，一部特別な指導を必要とする程度のもの 

ク 肢体不自由者，病弱者及び身体虚弱者 

肢体不自由，病弱又は身体虚弱の程度が，通常の学級での学習におおむね参加でき，

一部特別な指導を必要とする程度のもの 

② 留意事項 
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通級による指導を受けることが適当な児童生徒の指導に当たっての留意事項は，以下の通

りであること。 

ア 学校教育法施行規則第 140 条の規定に基づき，通級による指導における特別の教育

課程の編成，授業時数については平成５年文部省告示第７号により別に定められてい

ること。同条の規定により特別の教育課程を編成して指導を行う場合には，特別支援

学校小学部・中学部学習指導要領を参考として実施すること。 

イ 通級による指導を受ける児童生徒の成長の状況を総合的にとらえるため，指導要録に

おいて，通級による指導を受ける学校名，通級による指導の授業時数，指導期間，指

導内容や結果等を記入すること。他の学校の児童生徒に対し通級による指導を行う学

校においては，適切な指導を行う上で必要な範囲で通級による指導の記録を作成する

こと。 

ウ 通級による指導の実施に当たっては，通級による指導の担当教員が，児童生徒の在籍

学級（他の学校で通級による指導を受ける場合にあっては，在学している学校の在籍

学級）の担任教員との間で定期的な情報交換を行ったり，助言を行ったりする等，両

者の連携協力が図られるよう十分に配慮すること。 

エ 通級による指導を担当する教員は，基本的には，この通知に示されたうちの一の障害

の種類に該当する児童生徒を指導することとなるが，当該教員が有する専門性や指導

方法の類似性等に応じて，当該障害の種類とは異なる障害の種類に該当する児童生徒

を指導することができること。 

オ 通級による指導を行うに際しては，必要に応じ，校長，教頭，特別支援教育コーディ

ネーター，担任教員，その他必要と思われる者で構成する校内委員会において，その

必要性を検討するとともに，各都道府県教育委員会等に設けられた専門家チームや巡

回相談等を活用すること。 

カ 通級による指導の対象とするか否かの判断に当たっては，医学的な診断の有無のみに

とらわれることのないよう留意し，総合的な見地から判断すること。 

キ 学習障害又は注意欠陥多動性障害の児童生徒については，通級による指導の対象とす

るまでもなく，通常の学級における教員の適切な配慮やティーム・ティーチングの活

用，学習内容の習熟の程度に応じた指導の工夫等により，対応することが適切である

者も多くみられることに十分留意すること。 

 

４ その他 

（１）重複障害のある児童生徒等について 

重複障害のある児童生徒等についても，その者の障害の状態，その者の教育上必要な支

援の内容，地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して，就学先の決定

等を行うこと。 

（２）就学義務の猶予又は免除について 

治療又は生命・健康の維持のため療養に専念することを必要とし，教育を受けることが

困難又は不可能な者については，保護者の願い出により，就学義務の猶予又は免除の措置
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を慎重に行うこと。 

 

 

第２ 早期からの一貫した支援について 

１ 教育相談体制の整備 

市町村の教育委員会は，医療，保健，福祉，労働等の関係機関と連携を図りつつ，乳幼児期

から学校卒業後までの一貫した教育相談体制の整備を進めることが重要であること。また，

都道府県の教育委員会は，専門家による巡回指導を行ったり，関係者に対する研修を実施す

る等，市町村の教育委員会における教育相談体制の整備を支援することが適当であること。 

２ 個別の教育支援計画等の作成 

早期からの一貫した支援のためには，障害のある児童生徒等の成長記録や指導内容等に関

する情報について，本人・保護者の了解を得た上で，その扱いに留意しつつ，必要に応じて関

係機関が共有し活用していくことが求められること。 

このような観点から，市町村の教育委員会においては，認定こども園・幼稚園・保育所にお

いて作成された個別の教育支援計画等や，障害児相談支援事業所で作成されている障害児支

援利用計画や障害児通所支援事業所等で作成されている個別支援計画等を有効に活用しつつ，

適宜資料の追加等を行った上で，障害のある児童生徒等に関する情報を一元化し，当該市町

村における「個別の教育支援計画」「相談支援ファイル」等として小中学校等へ引き継ぐなど

の取組を進めていくことが適当であること。 

３ 就学先等の見直し 

就学時に決定した「学びの場」は，固定したものではなく，それぞれの児童生徒の発達の程

度，適応の状況等を勘案しながら，柔軟に転学ができることを，すべての関係者の共通理解

とすることが適当であること。このためには，２の個別の教育支援計画等に基づく関係者に

よる会議等を定期的に実施し，必要に応じて個別の教育支援計画等を見直し，就学先等を変

更できるようにしていくことが適当であること。 
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４ 教育支援委員会（仮称） 

現在，多くの市町村の教育委員会に設置されている「就学指導委員会」については，早期か

らの教育相談・支援や就学先決定時のみならず，その後の一貫した支援についても助言を行

うという観点から機能の拡充を図るとともに，「教育支援委員会」（仮称）といった名称とす

ることが適当であること。 

 

  
【本件連絡先】文部科学省初等中等教育局

特別支援教育課企画調査係 
〒 100-8959 東京都千代田区霞が関 3-2-2 
電話：03-5253-4111（内線）3193 
FAX：03-6734-3737 

E-mail：tokubetu@mext.go.jp 
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56．学校における医療的ケアの今後の対応について（平成 31 年３月 20 日通知） 

３０文科初第１７６９号 

平 成 ３ １ 年 ３ 月 ２ ０ 日 

 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長 

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 教 育 長 

各 都 道 府 県 知 事  殿 

附 属 学 校 を 置 く 各 国 立 大 学 法 人 学 長 

構造改革特別区域法第 12 条第 1 項の認定を受けた各地方公共団体の長 

 

 

文部科学省初等中等教育局長 

永 山  賀 久 

（印影印刷）  

 

 

学校における医療的ケアの今後の対応について（通知） 

 

 

 この度、「学校における医療的ケアの実施に関する検討会議」において、最終まとめが取りまと

められました。 

 文部科学省では、これまで「特別支援学校等における医療的ケアの今後の対応について（平成 23

年 12 月 20 日 23 文科初第 1344 号初等中等教育局長通知）」により、特別支援学校等において主と

して特定行為を実施するに当たっての留意事項を各教育委員会等に示し、医療的ケアの実施体制の

整備を促すとともに、学校への看護師の配置に係る経費の一部を補助するなど、その支援に努めて

まいりました。 

 現在、学校に在籍する喀痰吸引や経管栄養等の医療的ケアが日常的に必要な児童生徒等（以下「医

療的ケア児」という。）は年々増加するとともに、人工呼吸器の管理等の特定行為以外の医療的ケ

アを必要とする児童生徒等が学校に通うようになるなど、医療的ケア児を取り巻く環境が変わりつ

つあります。このため、特定行為以外の医療的ケアを含め、小・中学校等を含む全ての学校におけ

る医療的ケアの基本的な考え方を再度検討し、医療的ケアを実施する際に留意すべき点等について

整理するために平成 29 年 10 月に本検討会議を設置し、有識者による議論が行われました。 

 本最終まとめは、①医療的ケア児の「教育の場」、②学校における医療的ケアに関する基本的な

考え方、③教育委員会における管理体制の在り方、④学校における実施体制の在り方、⑤認定特定

行為業務従事者が喀痰吸引等の特定行為を実施する上での留意事項、⑥特定行為以外の医療的ケア

を実施する場合の留意事項、⑦医療的ケア児に対する生活援助行為の「医行為」該当性の判断、⑧

研修機会の提供、⑨校外における医療的ケア、⑩災害時の対応について、別紙のとおり取りまとめ

られたものです。 

 文部科学省においては本最終まとめを受け、今後、特定行為以外の医療的ケアを含め、小・中学

校等を含む全ての学校における医療的ケアの基本的な考え方や医療的ケアを実施する際に留意す

べき点等について別添のとおり整理いたしました。関係各位におかれましては、その趣旨を十分御

理解の上、適切な対応をお願いします。 
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なお、「特別支援学校等における医療的ケアの今後の対応について」（平成 23 年 12 月 20 日 23文

科初第 1344 号初等中等教育局長通知）は廃止します。 

また、各都道府県教育委員会におかれては所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対して、各

指定都市教育委員会におかれては所管の学校に対して、各都道府県知事及び構造改革特別区域法第

12 条第 1 項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては所管の学校及び学校法人に対して、

各国立大学長におかれては附属学校に対して周知を図るようお願いします。  

 本検討会議の最終まとめについては、文部科学省のホームページに掲載されておりますことも併

せて申し添えます。 

ＵＲＬ：http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1413967.htm 

  

【本件連絡先】 

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課支援第一係 

TEL:03-5253-4111（内線 3192） 

FAX:03-6734-3737 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1413967.htm
tel:03-5253-4111（内線3192
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57．医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の施行について（令和３年

９月 17 日通知） 

３文科初第 1071 号 

令和３年９月 17 日  

 

 各都道府県教育委員会教育長 

各指定都市教育委員会教育長 

各 都 道 府 県 知 事  殿 

附属学校を置く各国公立大学法人の長   

構造改革特別区域法第 12 条第１項の 

認定を受けた各地方公共団体の長  

 

文部科学省初等中等教育局長  

 瀧 本  寛 

  

      

 

医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の施行について（通知） 

 

 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律（令和３年法律第 81 号）（以

下「法」という。）は、令和３年６月 18 日に公布され、令和３年９月 18 日に施行され

るところです。 

 今回の法制定は、医療技術の進歩に伴い、医療的ケア児が増加するとともに、その実

態が多様化し、医療的ケア児やその家族が、個々の医療的ケア児の心身の状況等に応

じた適切な支援を受けられるようにすることが重要な課題となっていることに鑑み、

医療的ケア児及びその家族に対する支援に関し、基本的な理念を定め、国、地方公共団

体等の責務を明らかにするとともに、保育及び教育の拡充に係る施策その他必要な施

策等について定めることにより、医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その

家族の離職の防止に資し、もって安心して子どもを生み、育てることができる社会の

実現に寄与することを目的としたものです。 

 法の目的及び概要は「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の公布

について」（令和３年６月 18 日付け府子本第 742 号、３文科初第 499 号、医発 0618 第

１号、子発 0618 第１号、障発 0618 第１号内閣府子ども・子育て本部統括官、文部科

学省初等中等教育局長、厚生労働省医政局長、厚生労働省子ども家庭局長、厚生労働省

社会・援護局障害保健福祉部長連名通知）（以下「公布通知」という。）のとおりですが、

学校に関する留意事項は下記のとおりですので、十分に御了知の上、法の趣旨を踏ま

えた取組に努めていただきますようお願いします。 
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 なお、医療的ケア児支援センターの業務等については、「医療的ケア児及びその家族

に対する支援に関する法律の施行に係る医療的ケア児支援センター等の業務等につい

て」（令和３年８月 31 日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務

連絡）のとおり、医療的ケア児支援センターの業務内容は、医療的ケア児等からの相談

への助言等、関係機関等への情報提供及び研修、医療的ケア児支援センターと関係機

関等との連絡調整が役割となっており、教育委員会や学校等におかれては、必要に応

じ連携いただきますようお願いします。 

また、保育所の設置者等の責務等及び国の補助制度等については、「医療的ケア児及

びその家族に対する支援に関する法律の施行に係る保育所等における医療的ケア児へ

の支援の推進について」（令和３年９月 15 日付け厚生労働省子ども家庭局保育課地域

保育係事務連絡）のとおりですので、教育委員会や学校等におかれては、必要に応じ連

携いただきますようお願いします。 

各都道府県教育委員会におかれては所管の学校及び域内の指定都市を除く市区町村

教育委員会に対して、各指定都市教育委員会におかれては所管の学校に対して、各都

道府県知事及び構造改革特別区域法（平成 14 年法律第 189 号）第 12 条第１項の認定

を受けた地方公共団体の長におかれては所轄の学校及び学校法人等に対して、附属学

校を置く各国公立大学法人の長におかれては管下の学校に対して、このことを十分周

知願います。 

 

記 

留意事項 

(1) 定義（第２条関係） 

①  「医療的ケア」の定義は、人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行

為であり、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び

特別支援学校（以下「学校」という。）において、医師の指示の下、医療的ケア看

護職員や喀痰吸引等（社会福祉士及び介護福祉士法（昭和 62 年法律第 30 号）第

２条第２項に規定する喀痰吸引等をいう。以下同じ。）を行うことができる介護福

祉士、認定特定行為業務従事者（社会福祉士及び介護福祉士法附則第３条第１項

に規定する認定特定行為業務従事者をいう。以下同じ。）が従前から行っている医

療的ケアの範囲を変更するものではないこと。（第２条第１項関係） 

②  「医療的ケア児」の定義は、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的

ケアを受けることが不可欠である児童であり、18 歳未満の者に加え、18 歳以上の

者であって、高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部に在

籍する者も含まれること（以下「児童生徒等」という。）。（同条第２項関係） 

 

 

(2) 基本理念（第３条関係） 

①  医療的ケア児が医療的ケア児でない児童生徒等と共に教育を受けられるよう最

大限に配慮しつつ適切に教育に係る支援を行うに当たっては、医療的ケア児の可
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能性を最大限に発揮させ、将来の自立や社会参加のために必要な力を培うという

視点に立つことが重要である。その際、医療的ケア児の実態は多様であることか

ら、医療的ケアの種類や頻度のみに着目して画一的な対応を行うのではなく、一

人一人の教育的ニーズに応じた指導を行うことが必要であること。 

なお、障害のある児童生徒等の就学先については、従前から学校教育法施行令等

に基づき、本人やその保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者で、医療的

ケア児を現に監護するものをいう。以下同じ。）の意向を可能な限り尊重しながら、

障害の状態等、本人の教育的ニーズ、教育学、医学、心理学等の専門的見地からの

意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から、市区町村教育委員会が決

定することとなっており、医療的ケア児の就学先の決定について、従前からの就学

先決定の仕組みに直接的な影響を与えるものではないこと。（第３条第２項及び第

４項関係） 

②  医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策を講じるに当たっては、医

療的ケア児及びその保護者の意思を最大限に尊重しなければならず、また、居住

する地域にかかわらず適切な支援を受けられるようにするため、具体的に次のよ

うな配慮を行うことが考えられること。（同条第４項及び第５項関係） 

○  医療的ケア児が、学校において、その年齢及び能力に応じ、かつ、そ の特性

を踏まえた十分な教育が受けられるようにすることが求められていることから、

医療的ケア児が医療的ケアを必要としていることだけを理由に、あるいは、医療

的ケアに対応した環境や体制が整っていないことを理由に、画一的に学校への

入学や転入学が拒否されることがないようにする必要があること。 

○   現在、医療的ケア看護職員が常時配置されていない学校に通学している医療

的ケア児が、本法施行後に、医療的ケア看護職員が常時配置されていないことを

理由に通学できなくなることがないようにする必要があること。 

 

 

(3) 地方公共団体の責務（第５条関係）及び学校設置者の責務（第７条関係） 

①  地方公共団体は、学校における医療的ケア児及びその家族に対する支援につい

て、公布通知及び（２）の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、国

との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、医療的ケア児及びその家族に対する

支援に係る施策を実施する責務を有すること。（第５条関係） 

②  学校の設置者が行う支援は、公布通知及び基本理念にのっとり行う必要があり、

その留意点としては、主に次のものが考えられること。（第７条関係） 

○  現に学校に在籍しない、又はこれから学校に入学や転入学をする予定の医療

的ケア児を含め、基本理念にのっとり、切れ目なく医療的ケア児の支援を行うこ

とが必要であること。 

○  市区町村教育委員会は、医療、保健、福祉等の関係部局等と連携し、保護者の

理解と協力の下、就学前の認定こども園や幼稚園、保育所等と学校等との間で、

医療的ケア児に関する情報共有が確実かつ円滑にできるような体制を整備し、

就学後の円滑な医療的ケアの実施につなげること。 
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(4) 教育を行う体制の拡充等（第 10 条関係） 

①  地方公共団体は、学校における医療的ケア児及びその家族に対する支援につい

て、公布通知及び基本理念にのっとり、医療的ケア児に対して教育を行う体制の

拡充のため、主に次のような措置を講ずること。（第 10 条第１項関係） 

○  「学校における医療的ケアの今後の対応について」（平成 31 年３月 20 日付け

30 文科初第 1769 号文部科学省初等中等教育局長通知）や「小学校等における医

療的ケア実施支援資料～医療的ケア児を安心・安全に受け入れるために～」（令

和３年６月文部科学省初等中等教育局特別支援教育課）等を参考にして、域内の

学校における医療的ケアの対応の在り方などを示した医療的ケアに係るガイド

ラインを策定したり、教育関係者に加えて医療、保健、福祉等の関係部局や関係

機関、保護者の代表者、医療的ケアに知見のある医師や看護師等（保健師、助産

師、看護師若しくは准看護師のことをいう。以下同じ。）などの関係者から構成

される会議体を設置することを通して、教育委員会における総括的な管理体制

を整備すること。 

○  学校において医療的ケア児を受け入れるに当たり、学校が以下の取組等を通

して、組織的な体制の整備をすることができるように、教育委員会が域内の学校

を支援すること。 

•  教育委員会が策定した医療的ケアに係るガイドライン等を踏まえて、教職員

と医療的ケア看護職員等との役割分担や連携の在り方、具体的な医療的ケア実

施方法、緊急時対応等を記載した医療的ケアに係る実施要領を策定すること。 

•  組織的に医療的ケアを実施することが可能となるよう学校内に医療的ケア

安全委員会を設置すること。 

○  国においては、医療的ケア看護職員を、学校において、日常生活及 び社会生

活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童の療養上

の世話又は診療の補助に従事する職員として学校教育法施行規則第 65条の２に

規定するとともに、学校における医療的ケアの環境整備の充実を図るため、地方

公共団体等における医療的ケア看護職員の配置に係る補助（教育支援体制整備

事業費補助金（切れ目ない支援体制整備充実事業））を行っているところであり、

地方公共団体及び学校の設置者におかれては、その趣旨に鑑み、積極的に医療的

ケア看護職員の配置促進に努め、学校における医療的ケア児及びその家族に対

する支援の推進を図ること。 

②  学校の設置者は、その設置する学校に在籍する医療的ケア児が、保護者の付添

いがなくても適切な医療的ケアその他の支援を受けられるようにするため、具体

的に次のような措置を講ずること。（同条第２項関係） 

○ 医療的ケア児の自立を促す観点からも、保護者に付添いの協力を得ることにつ 

いては、以下の場合などの真に必要と考えられる場合に限るよう努めるべきで

あるが、やむを得ず、保護者に付添いの協力を求める場合には、代替案などを十

分に検討することが必要であり、真に必要と考える理由や付添いが不要になる

までの見通しなどについて、医療的ケア児や保護者に対して丁寧に説明するこ

と。 
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•  医療安全を確保する観点から、入学や転入学時のほか、夏休みなどの長期休業

や長期の入院後はじめて登校する際などに、医療的ケア児の健康状態に応じて

必要な情報を保護者から学校に引き継ぐ場合など 

○  特に入学当初の学校の体制整備の準備を進めるに当たっては、就学先決定後、速

やかに学校・保護者・看護師・主治医・学校医等や関係機関等が連携し、実施体制

の準備が進められるような体制づくりに取り組むことも考えられること。 

○  医療的ケア看護職員の配置に当たっては、学校の設置者が看護師等を自ら雇用す

るだけではなく、地域の実情や医療的ケア児の状況等を踏まえ、医療機関や訪問看

護ステーション等に委託することも可能であること。 

③  地方公共団体は、看護師等のほかに学校において医療的ケアを行う人材の確保

を図るために、介護福祉士や認定特定行為業務従事者を学校に配置する際、具体

的に次のような措置を講ずること。（同条第３項関係） 

○  学校において医療的ケアを実施する場合には、喀痰吸引等を含め、看護師等を配

置又は活用しながら、主として看護師等が医療的ケアに当たり、教職員等が支援す

る体制が考えられるが、各学校等の実情に応じて体制を構築すること。 

○  医療的ケア児の状態や医療的ケアの内容により、介護福祉士や認定特定行為業務

従事者が喀痰吸引等を実施する場合には、主治医等の意見を踏まえつつ、特定の医

療的ケア児との関係性が十分認められた上で、医療的ケアのうち、口腔内の喀痰吸

引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる

経管栄養及び経鼻経管栄養について実施し、看護師等が巡回する体制を構築するこ

となどが考えられること。 

 

＜添付資料＞ 

 別添１ 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律（令和３年法律

第 81 号） 

 別添２ 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の公布について

（令和３年６月 18 日付け府子本第 742 号、３文科初第 499 号、医発

0618 第１号、子発 0618 第１号、障発 0618 第１号内閣府子ども・子育

て本部統括官、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省医政局長、厚

生労働省子ども家庭局長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長連

名通知） 

  

 

  
【本件連絡先】 

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課支援第一係 

TEL:03-5253-4111（内線 3967） 
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58．学校教育法施行規則の一部を改正する省令の制定並びに特別支援学校幼稚部教育

要領の全部を改正する告示及び特別支援学校小学部・中学部学習指導要領の全部を改

正する告示の公示について（平成 29 年４月 28 日通知） 

２９文科初第２３６号 

平成２９年４月２８日 

 

 各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長        

 各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 教 育 長        

  各 都 道 府 県 知 事  殿 

  附属学校を置く各国立大学法人学長 

 構造改革特別区域法第１２条第１項の  

 認定を受けた各地方公共団体の長 

 

文部科学事務次官 

戸 谷  一 夫 

 

（印影印刷）    
 

 

学校教育法施行規則の一部を改正する省令の制定並びに 

特別支援学校幼稚部教育要領の全部を改正する告示及び 

特別支援学校小学部・中学部学習指導要領の全部を改正 

する告示の公示について（通知） 

 

 このたび，平成２９年文部科学省令第２７号をもって，別添１のとおり学校教育法施行規則の一

部を改正する省令（以下「改正省令」という。）が制定され，また，平成２９年文部科学省告示第

７２号及び第７３号をもって，それぞれ別添２のとおり，特別支援学校幼稚部教育要領の全部を改

正する告示（以下「新幼稚部教育要領」という。）及び特別支援学校小学部・中学部学習指導要領

の全部を改正する告示（以下「新小学部・中学部学習指導要領」という。）が公示されました。 

 新幼稚部教育要領は平成３０年４月１日から，改正省令及び新小学部・中学部学習指導要領は小

学部については平成３２年４月１日から，中学部については平成３３年４月１日から施行されま

す。 

 今回の改正は，平成２８年１２月２１日の中央教育審議会答申「幼稚園，小学校，中学校，高等

学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」（以下「答申」という。）

を踏まえ，特別支援学校の幼稚部並びに特別支援学校の小学部及び中学部の教育課程の基準の改善

を図ったものです。本改正の概要及び留意事項は下記のとおりですので，十分に御了知いただき，

改正省令，新幼稚部教育要領，新小学部・中学部学習指導要領（以下「新学習指導要領等」という。）

に基づく適切な教育課程の編成・実施及びこれらに伴い必要となる教育条件の整備を行うようお願
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いします。 

 また，都道府県教育委員会におかれては，所管の学校及び域内の市町村教育委員会その他の教育

機関に対して，指定都市教育委員会におかれては，所管の学校その他の教育機関に対して，都道府

県知事及び構造改革特別区域法（平成１４年法律第１８９号）第１２条第１項の認定を受けた地方

公共団体の長におかれては，所轄の学校及び学校法人等に対して，附属学校を置く国立大学法人学

長におかれては，その管下の学校に対して，本改正の内容について周知を図るとともに，必要な指

導等をお願いします。 

 なお，本通知については，関係資料と併せて文部科学省のホームページに掲載することとしてお

りますので，御参照ください。 

 

記 

 

１．改正の概要 
 

（１）幼稚部，小学部及び中学部の教育課程の基準の改善の基本的な考え方 
 

・ 教育基本法，学校教育法などを踏まえ，我が国のこれまでの教育実践の蓄積を活かし，豊

かな創造性を備え持続可能な社会の創り手となることが期待される子供たちが急速に変化

し予測不可能な未来社会において自立的に生き，社会の形成に参画するための資質・能力

を一層確実に育成することとしたこと。その際，子供たちに求められる資質・能力とは何か

を社会と共有し，連携する「社会に開かれた教育課程」を重視したこと。 

・ 知識及び技能の習得と思考力，判断力，表現力等の育成のバランスを重視する現行学習指

導要領の枠組みや教育内容を維持した上で，知識の理解の質をさらに高め，確かな学力を

育成することとしたこと。 

・ 先行する特別教科化など道徳教育の充実や体験活動の重視，体育・健康に関する指導の充

実により，豊かな心や健やかな体を育成することとしたこと。また，自立活動の指導の充実

により，障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服し自立して社会に参加する資質

を養うこととしたこと。 

・ 障害のある子供たちの学びの場の柔軟な選択を踏まえ，幼稚園，小・中・高等学校の教育

課程との連続性を重視したこと。 

・ 障害の重度・重複化，多様化への対応と卒業後の自立と社会参加に向けた充実を図ったこ

と。 

・ 新たに「前文」を設け，新学習指導要領等を定めるに当たっての考え方を，明確に示した

こと。 

 

（２）知識の理解の質を高め資質・能力を育む「主体的・対話的で深い学び」の実現 
 

○「何ができるようになるか」を明確化 

・ 子供たちに育む「生きる力」を資質・能力として具体化し，「何のために学ぶのか」とい

う学習の意義を共有しながら，授業の創意工夫や教科書等の教材の改善を引き出していけ

るよう，各教科等の目標及び内容を，①知識及び技能，②思考力，判断力，表現力等，③学



261 

 

 

 

 

びに向かう力，人間性等の三つの柱で再整理したこと。 

 

○主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善 

・ 我が国のこれまでの教育実践の蓄積に基づく授業改善の活性化により，児童生徒の知識

の理解の質の向上を図り，これからの時代に求められる資質・能力を育んでいくことが重

要であること。そのため，小学部及び中学部においては，これまでの教育実践の蓄積をしっ

かりと引き継ぎ，子供たちの実態や教科等の学習内容等に応じた指導の工夫改善を図るこ

と。 

・ 上記の資質・能力の三つの柱が，偏りなく実現されるよう，単元や題材など内容や時間の

まとまりを見通しながら，子供たちの主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善

を行うこととしたこと。 

 

（３）各学校におけるカリキュラム・マネジメントの確立 
 

・ 教科等の目標や内容を見渡し，特に学習の基盤となる資質・能力（言語能力，情報活用能

力，問題発見・解決能力等）や豊かな人生の実現や災害等を乗り越えて次代の社会を形成す

ることに向けた現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力の育成のためには，教科

等横断的な学習を充実する必要があること。 

  また，主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善については，１単位時間の授業

の中で全てが実現できるものではなく，単元など内容や時間のまとまりの中で，習得・活

用・探究のバランスを工夫することが重要であるとしたこと。その際，障害の状態や特性及

び心身の発達の段階等並びに学習の進度等を考慮して，個別の指導計画に基づき，基礎的・

基本的な事項に重点を置くなど，指導方法や指導体制の工夫改善に努めることとしたこと。 

・ そのため，学校全体として，子供たちや学校，地域の実態を適切に把握し，教育内容や時

間の適切な配分，必要な人的・物的体制の確保，実施状況に基づく改善などを通して，教育

課程に基づく教育活動の質を向上させ，学習の効果の最大化を図るカリキュラム・マネジ

メントに努めるものとしたこと。特に，個別の指導計画の実施状況の評価と改善を，教育課

程の評価と改善につなげていくよう努めるものとしたこと。 

 

（４）幼稚部における主な改善事項 
 

・ 幼稚部教育要領においては，幼稚部における教育において育みたい資質・能力（「知識及

び技能の基礎」，「思考力，判断力，表現力等の基礎」，「学びに向かう力，人間性等」）

を明確にしたこと。 

・  ５歳児修了時までに育ってほしい具体的な姿を「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」

として明確にしたこと。（「健康な心と体」「自立心」「協同性」「道徳性・規範意識の芽

生え」「社会生活との関わり」「思考力の芽生え」「自然との関わり・生命尊重」「数量や

図形，標識や文字などへの関心・感覚」「言葉による伝え合い」「豊かな感性と表現」） 

・  「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」は，幼児の障害の状態や特性及び発達の程度等

に応じて，指導を行う際に考慮するものとしたこと。 

 

（５）小学部・中学部における主な改善事項 
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① 小・中学校の教育内容の改善に準じた主な改善事項 
 

小学校学習指導要領（平成 29 年 3 月 31 日文部科学省告示第 63 号）及び中学校教育要領

（平成 29 年 3 月 31 日文部科学省告示第 64 号）の改善に準じた改善を行ったこと。 
 

ア 言語能力の確実な育成 

・ 発達の段階に応じた，語彙の確実な習得，意見と根拠，具体と抽象を押さえて考えるな

ど情報を正確に理解し適切に表現する力の育成を図ることとしたこと。 

・ 学習の基盤としての各教科等における言語活動（実験レポートの作成，立場や根拠を

明確にして議論することなど）を充実させたこと。 

イ 情報活用能力の育成 

・ コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な環境を

整え，これらを適切に活用した学習活動の充実を図ることとしたこと。 

・ 小学部においては，各教科等の特質に応じて，コンピュータでの文字入力等の習得，プ

ログラミング的思考の育成のための学習活動を実施することとしたこと。 

ウ 理数教育の充実 

・ 前回改訂において充実させた内容を今回も維持した上で，日常生活等から問題を見い

だす活動や見通しをもった観察・実験などを充実させたこと。 

・ 必要なデータを収集・分析し，その傾向を踏まえて課題を解決するための統計教育や

自然災害に関する内容を充実させたこと。 

エ 伝統や文化に関する教育の充実 

・ 古典など我が国の言語文化や，県内の主な文化財や年中行事の理解，我が国や郷土の

音楽，和楽器，武道，和食や和服などの指導を充実させたこと。 

オ 体験活動の充実 

・ 生命の有限性や自然の大切さ，挑戦や他者との協働の重要性を実感するため，体験活

動を充実させ，自然の中での集団宿泊体験活動や職場体験を重視したこと。 

カ 外国語教育の充実 

・ 視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者及び病弱者（以下「視覚障害者等」という。）

である児童に対する教育を行う特別支援学校の小学部において，中学年で「外国語活動」

を，高学年で「外国語科」を導入したこと。（なお，外国語教育の充実に当たっては，新

教材の整備，研修，外部人材の活用などの条件整備を行い支援することとしている。） 

・ 小・中・高等部一貫した学びを重視し，外国語能力の向上を図る目標を設定するととも

に，国語教育との連携を図り日本語の特徴や言語の豊かさに気付く指導を充実させたこ

と。 

 

② 道徳教育の充実 

・ 平成２７年３月２７日付け２６文科初１３３９号「学校教育法施行規則の一部を改正す

る省令の制定，小学校学習指導要領の一部を改正する告示，中学校学習指導要領の一部を

改正する告示及び特別支援学校小学部・中学部学習指導要領の一部を改正する告示の公示

並びに移行措置等について（通知）」により既にお伝えしたとおりであり，小学部で平成３

０年４月１日から，中学部で平成３１年４月１日から施行される内容に変更はないこと。

なお，知的障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校において，内容の指導
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に当たっての配慮事項の一部を加えたこと。 

平成２７年の一部改正の内容は，道徳の時間を教育課程上，特別の教科である道徳（以下

「道徳科」という。）として新たに位置付け，発達の段階に応じ，答えが一つではない課題

を一人一人の児童生徒が道徳的な問題と捉え向き合う「考える道徳」，「議論する道徳」へ

と転換を図るものであること。 

・ 道徳科の内容項目について，いじめ問題への対応の充実や発達の段階をより一層踏まえ

た体系的なものに見直すとともに，問題解決的な学習や体験的な学習などを取り入れ，指

導方法の工夫を行うことについて示したこと。 

・ 道徳科における学習状況及び道徳性に係る成長の様子を継続的に把握し，指導の改善に

生かすこと。ただし，数値による評価は行わないこと。 

具体的には，平成２８年７月２９日付け２８文科初第６０４号「学習指導要領の一部改

正に伴う小学校，中学校及び特別支援学校小学部・中学部における児童生徒の学習評価及

び指導要録の改善等について（通知）」（以下「道徳科の学習評価及び指導要録の改善通

知」という。）においてお知らせしたとおり，他の児童生徒との比較ではなく，児童生徒が

いかに成長したかを積極的に受け止めて認め，励ます個人内評価として記述により行うこ

と。 

 

③ 学びの連続性を重視した対応 
 

ア 「重複障害者等に関する教育課程の取扱い」について，児童生徒の学びの連続性を確保す

る視点から，基本的な考え方を規定したこと。 

イ 知的障害者である児童生徒のための各教科等の目標や内容について，育成を目指す資質・

能力の三つの柱に基づき整理するとともに，各部や各段階，幼稚園や小・中学校とのつなが

りに留意し，次の点を充実したこと。 

・ 中学部に二つの段階を新設するとともに，小・中学部の各段階に目標を設定し，段階ご

との内容を充実したこと。 

・ 小学部の教育課程に外国語活動を設けることができることを規定したこと。 

・ 知的障害の程度や学習状況等の個人差が大きいことを踏まえ，小学部に就学する児童

のうち，小学部の３段階に示す各教科又は外国語活動の内容を習得し目標を達成してい

る者又は中学部に就学する生徒のうち，中学部の２段階に示す各教科の内容を習得し目

標を達成している者については，相当する学校段階までの小学校等の学習指導要領の各

教科及び外国語活動の目標及び内容の一部を取り入れることができるよう規定したこ

と。 

 

④ 一人一人に応じた指導の充実 
 

・ 視覚障害者等である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校において，児童生徒の

障害の状態や特性及び心身の発達の段階等を十分考慮し，育成を目指す資質・能力を育

むため，障害の特性等に応じた指導上の配慮を充実したこと。 

【視覚障害】  空間や時間の概念形成の充実   

【聴覚障害】   音声，文字，手話，指文字等を活用した意思の相互伝達の充実 

【肢体不自由】 体験的な活動を通した的確な言語概念等の形成 
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【病弱】      間接体験，疑似体験等を取り入れた指導方法の工夫 

・ 発達障害を含む多様な障害に応じた指導を充実するため，自立活動の内容として，「障

害の特性の理解と生活環境の調整に関すること」などを規定したこと。 

 

⑤ 自立と社会参加に向けた教育の充実 

・ 卒業後の視点を大切にしたカリキュラム・マネジメントを計画的・組織的に行うこと

を規定したこと。 

・ 小学部，中学部段階からのキャリア教育の充実を図ることを規定したこと。また，幼稚

部においても，「自立心」，「協同性」，「社会生活との関わり」といった幼児期の終わ

りまでに育ってほしい姿を示したこと。 

・ 生涯学習への意欲を高めることや，生涯を通じてスポーツや芸術文化活動に親しみ，

豊かな生活を営むことができるよう配慮することを規定したこと。 

・ 障害のない子供との交流及び共同学習の機会を設け，共に尊重し合いながら協働して

生活していく態度を育むことを明らかにしたこと。 

・ 日常生活に必要な国語の特徴や使い方〔国語〕，数学を学習や生活で生かすこと〔算

数，数学〕，身近な生活に関する制度〔社会〕，働くことの意義，消費生活と環境〔職

業・家庭〕など，知的障害者である児童生徒のための各教科の内容を充実したこと。 

 

⑥ その他の改善事項 
 

・ 初等中等教育の一貫した学びを充実させるため，小学部入学当初における生活科を中

心とした「スタートカリキュラム」を充実させるとともに，幼小，小中，中高といった

学部段階間及び学校段階間の円滑な接続や教科等横断的な学習を重視したこと。 

・ 児童生徒一人一人の調和的な発達を支える観点から，学級経営や生徒指導，キャリア

教育の充実と教育課程の関係について，小学部及び中学部を通して明記したこと。 

・ 日本語の習得に困難のある児童生徒への教育課程，夜間その他の特別の時間に授業を

行う課程について定めたこと。 

・ 部活動については，教育課程外の学校教育活動として教育課程との関連を留意し，社

会教育関係団体等との連携による持続可能な運営体制について定めたこと。 

 

２．留意事項 
 

（１）移行措置期間の特例 
 

平成３０年４月１日から平成３３年３月３１日までの間における現行の小学部・中学部学習

指導要領（平成２１年文部科学省告示第６２号）の必要な特例については，追ってこれを告示し，

別途通知する予定であること。 

 

（２）特別支援学校教諭等免許状の早期取得促進 
 

平成２７年１２月の中央教育審議会答申「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上

について」において，平成３２年までにおおむね全ての特別支援学校教員が当該学校教諭等免許

状を保有することを目指すとされたことを踏まえ，特別支援学校教諭等免許状保有者の特別支
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援学校への採用・配置，同免許状を保有しない特別支援学校教員に対する免許法認定講習の受講

促進など，計画的な同免許状保有率向上の取組を進め，特別支援学校教員の専門性向上に引き続

き努めること。 

 

（３）新学習指導要領等の実施に必要な諸条件の整備 
 

答申において指摘されているとおり，新学習指導要領等の実現のためには，これからの学校教

育の在り方に関わる諸改革との連携を図るとともに，教員の授業改善や子供と向き合う時間を

確保するなど，教員一人一人が力を発揮できるような教育条件の整備に努める必要があること。 

具体的には，平成２９年４月から施行された教育公務員特例法等の改正を受け，教員養成・採

用・研修を一体として，教員の資質・能力の向上を図ること。子供一人一人の学びを充実させる

ためのきめ細かな指導など新学習指導要領等における指導や業務の在り方に対応する指導体制

の充実を図ること。教職員の業務の見直しや部活動の運営の適正化などによる業務の適正化を

図ること。学校図書館の充実やＩＣＴ環境の整備など教材や教育環境の整備・充実を図ること。 

特に，特別支援学校において教室不足が生じている状況を踏まえ，各設置者において，その解

消計画を策定・更新するとともに，新設校の設置，校舎の増築，分校・分教室による対応，廃校・

余裕教室等の既存施設の活用等により，引き続き教室不足解消のための取組を進めること。 

 

（４）新学習指導要領等の周知・徹底 
 

新学習指導要領等の理念が各学校において実現するためには，各学校の教職員が新学習指導

要領等の理念や内容についての理解を深める必要がある。このため，文部科学省としては平成２

９年度に新学習指導要領等に関する説明会を開催するとともに，一人一人の教職員が直接利用

できる各種の広報媒体を通じて，周知・徹底を図ることとしており，各教育委員会等においても，

新学習指導要領等に関する研修会を開催，教職員への周知・徹底を図ること。 

また，学習指導要領は大綱的な基準であることから，その記述の意味や解釈などの詳細につい

ては，文部科学省が作成・公表する学習指導要領解説において説明することを予定している。こ

のため，学習指導要領解説を活用して，教職員が学習指導要領についての理解を深められるよう

周知・徹底を図ること。 

 

（５）家庭・地域等との連携・協働の推進 
 

学校がその目的を達成するため，各教育委員会等においては，学校や地域の実態等に応じ，教

育活動の実施に必要な人的又は物的な体制を家庭や地域の人々の協力を得ながら整えるなど，

家庭や地域社会との連携及び協働を深めること。また，高齢者や異年齢の子供など，地域におけ

る世代を越えた交流の機会を設けること。 

〔参考〕文部科学省ホームページアドレス 

   http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/ 

 

  
本件担当： 

文部科学省 電話：03（5253）4111（代表） 

 初等中等教育局 特別支援教育課（内線2003） 



266 

 

 

 

 

59．特別支援学校高等部学習指導要領の全部を改正する告示及び平成 31 年４月１日か

ら新特別支援学校高等部学習指導要領が適用されるまでの間における現行特別支援学

校高等部学習指導要領の特例を定める告示等の公示について（平成 31年２月４日通知） 

３０文科初第１４６５号 

平 成 ３ １ 年 ２ 月 ４ 日 

 

 各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長 

 各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 教 育 長 

  各 都 道 府 県 知 事          

  附 属 学 校 を 置 く 各 国 立 大 学 長   殿  

 附属学校を置く各公立大学法人の理事長 

  構造改革特別区域法第１２条第１項の 

 認定を受けた各地方公共団体の長 

 

 

文部科学事務次官           
 

藤  原    誠        

 

（印影印刷）   

 

特別支援学校高等部学習指導要領の全部を改正する告示及び平成 31

年４月１日から新特別支援学校高等部学習指導要領が適用されるま

での間における現行特別支援学校高等部学習指導要領の特例を定め

る告示等の公示について（通知） 

 

 この度，平成 31 年文部科学省令第３号をもって学校教育法施行規則の一部を改正する省令（以

下「改正令」という。）が制定され，また，平成 31 年文部科学省告示第 14 号をもって特別支援学

校高等部学習指導要領の全部を改正する告示（以下「新高等部学習指導要領」という。）及び平成

31 年文部科学省告示第 15 号をもって平成 31 年４月１日から新特別支援学校高等部学習指導要領

が適用されるまでの間における現行特別支援学校高等部学習指導要領の特例を定める告示（以下

「特例告示」という。）が公示されました。 

 今回の改正令及び新高等部学習指導要領による改正は，平成 28 年 12 月 21 日の中央教育審議会

答申「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方

策等について」（以下「答申」という。）を踏まえ，特別支援学校の高等部（以下「高等部」という。）

の教育課程の基準の改善を図ったものです。 

 また，改正令の附則を踏まえ，特例告示により，平成 31 年４月１日から新高等部学習指導要領

が適用されるまでの間（以下「移行期間」という。）における現行の特別支援学校高等部学習指導

要領（平成 21 年文部科学省告示第 34 号。以下「現行高等部学習指導要領」という。）から新高等

部学習指導要領に移行するために必要な措置（以下「移行措置」という。）について，現行高等部

学習指導要領の特例が定められました。 



267 

 

 

 

 

 ついては，改正の概要及び移行期間における教育課程の編成・実施に当たっての留意事項等は，

下記のとおりですので，十分に御了知いただき，これらに基づく適切な教育課程の編成・実施及び

これらに伴い必要となる教育条件の整備を行うようお願いします。 

 また，都道府県教育委員会におかれては，所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対して，指

定都市教育委員会におかれては，所管の学校その他の教育機関に対して，都道府県知事及び構造改

革特別区域法（平成 14 年法律第 189 号）第 12 条第１項の認定を受けた地方公共団体の長におかれ

ては，所轄の学校及び学校法人等に対して，附属学校を置く各国立大学法人学長及び各公立大学法

人の理事長におかれては，その管下の学校に対して，内容について周知を図るとともに，必要な指

導等をお願いします。 

 なお，本通知については，関係資料と併せて文部科学省のホームページに掲載していますので，

御参照ください。 

 

記 

 

第１ 改正の概要 

１ 高等部の教育課程の基準の改善の基本的な考え方 

・ 教育基本法，学校教育法などを踏まえ，我が国のこれまでの教育実践の蓄積を活かし，

豊かな創造性を備え持続可能な社会の創り手となることが期待される子供たちが急速に

変化し予測不可能な未来社会において自立的に生き，社会の形成に参画するための資質・

能力を一層確実に育成することとしたこと。その際，子供たちに求められる資質・能力

とは何かを社会と共有し，連携する「社会に開かれた教育課程」を重視したこと。 

・ 知識及び技能の習得と思考力，判断力，表現力等の育成のバランスを重視する現行学

習指導要領の枠組みや教育内容を維持した上で，知識の理解の質をさらに高め，確かな

学力を育成することとしたこと。 

道徳教育推進教師を中心とした道徳教育の推進や体験活動の重視，体育・健康に関す

る指導の充実により，豊かな心や健やかな体を育成することとしたこと。 

また，自立活動の内容等の充実により，障害による学習上又は生活上の困難を改善・

克服し自立して社会に参加する資質を養うこととしたこと。 

・ 障害のある子供たちの学びの場の柔軟な選択を踏まえ，幼稚園，小学校，中学校，高等

学校の教育課程との連続性を重視したこと。 

・ 障害の重度・重複化，多様化への対応と卒業後の自立と社会参加に向けた充実を図っ

たこと。 

・ 新たに「前文」を設け，新高等部学習指導要領を定めるに当たっての考え方を，明確に

示したこと。 

 

２ 知識の理解の質を高め資質・能力を育む「主体的・対話的で深い学び」の実現 

○「何ができるようになるか」を明確化 

・ 子供たちに育む「生きる力」を資質・能力として具体化し，「何のために学ぶのか」と

いう学習の意義を共有しながら，授業の創意工夫や教科書等の教材の改善を引き出して

いけるよう，各教科等の目標及び内容を，①知識及び技能，②思考力，判断力，表現力

等，③学びに向かう力，人間性等の三つの柱で再整理したこと。 
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○主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善 

・ 選挙権年齢が 18 歳以上に引き下げられ，生徒にとって政治や社会が一層身近なものと

なっており，高等部においては，社会で求められる資質・能力を全ての生徒に育み，生

涯にわたって探究を深める未来の創り手として送り出していくことがこれまで以上に求

められること。 

・ 上記の資質・能力の三つの柱が，偏りなく実現されるよう，単元や題材など内容や時間

のまとまりを見通しながら，生徒の主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善

を図ることしたこと。その際，特に，生徒が各教科等の特質に応じた見方・考え方を働

かせながら，知識を相互に関連付けてより深く理解したり，情報を精査して考えを形成

したり，問題を見いだして解決策を考えたり，思いや考えを基に創造したりすることに

向かう過程を重視した学習の充実を各教科等の特質に応じて図ることが重要であること。 

 

３ 各学校におけるカリキュラム・マネジメントの確立 

・ 教科等の目標や内容を見渡し，特に学習の基盤となる資質・能力（言語能力，情報活用

能力，問題発見・解決能力等）や豊かな人生の実現や災害等を乗り越えて次代の社会を

形成することに向けた現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力の育成のために

は，教科等横断的な学習を充実する必要があること。 

  また，主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善については，１単位時間の授

業の中で全てが実現できるものではなく，単元など内容や時間のまとまりの中で，習得・

活用・探究のバランスを工夫することが重要であるとしたこと。 

・ そのため，学校全体として，子供たちや学校，地域の実態を適切に把握し，教育内容や

時間の適切な配分，必要な人的・物的体制の確保，実施状況に基づく改善などを通して，

教育課程に基づく教育活動の質を向上させ，学習の効果の最大化を図るカリキュラム・

マネジメントに努めるものとしたこと。 

 

４ 教育内容の主な改善事項 

(1) 視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別

支援学校 

① 高等学校学習指導要領（平成 30 年文部科学省告示第 68 号）と同様の改善を行ったこ

と（同学習指導要領の教育内容の主な改善事項については、「高等学校学習指導要領の全

部を改正する告示等の公示について（通知）」（平成 30 年３月 30 日付け 29 文科初第 1784

号文部科学事務次官通知）の１の（5）を参照。）。 

(2) 視覚障害者又は聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校 

② 視覚障害者及び聴覚障害者である生徒のための専門教科について，関連する制度改正

等を踏まえ内容等を充実したこと。 

(3) 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校 

① 各教科等の目標や内容について，育成を目指す資質・能力の三つの柱に基づき整理す

るとともに，各部や各段階，小学校・中学校・高等学校とのつながりに留意し，次の点

を充実したこと。 

ア 各段階に目標を設定し，段階ごとの内容を充実したこと。 
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イ 知的障害の程度や学習状況等の個人差が大きいことを踏まえ，２段階に示す各教科

の内容を習得し目標を達成している者については，小学校，中学校及び高等学校の学

習指導要領の各教科及び各教科・科目の目標及び内容の一部を取り入れることができ

るよう規定したこと。 

② 小学部・中学部との系統性の観点から，「道徳の時間」を「特別の教科 道徳」に改め

たこと。 

 

５ 一人一人に応じた指導の充実 

・ 視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特

別支援学校において，生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等を十分考慮し，

育成を目指す資質・能力を育むため，障害の特性等に応じた指導上の配慮を充実したこ

と。 

・ 「重複障害者等に関する教育課程の取扱い」について，生徒の学びの連続性を確保する

視点から，基本的な考え方を規定したこと。 

・ 発達障害を含む多様な障害に応じた指導を充実するため，自立活動の内容として，「障

害の特性の理解と生活環境の調整に関すること」などを規定したこと。 

 

６ 自立と社会参加に向けた教育の充実 

・ 卒業後の視点を大切にしたカリキュラム・マネジメントを計画的・組織的に行うこと

を規定したこと。 

・ 社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことがで

きるよう，家庭や地域，関係機関等との連携を図りながら，キャリア教育の充実を図る

ことを規定したこと。 

・ 生涯学習への意欲を高めることや，生涯を通じてスポーツや文化芸術活動に親しみ，

豊かな生活を営むことができるよう配慮することを規定したこと。 

・ 障害のない子供との交流及び共同学習の機会を設け，共に尊重し合いながら協働して

生活していく態度を育むことを明らかにしたこと。 

 

７ その他の改善事項 

・ 生徒一人一人の発達を支える観点から，ホームルーム経営や生徒指導，キャリア教育

の充実と教育課程の関係について明記したこと。 

・ 日本語の習得に困難のある生徒への教育課程について定めたこと。 

・ 部活動については，教育課程外の学校教育活動として教育課程との関連を留意し，社

会教育関係団体等との連携による持続可能な運営体制について定めたこと。 

 

８ 施行及び適用の時期 

・ 新高等部学習指導要領は，平成 34 年４月１日に施行する。ただし，同日以降高等部の

第１学年に入学した生徒に係る教育課程及び全課程の修了の認定から適用すること。 

 

第２ 移行期間における教育課程の編成・実施に当たっての留意事項 
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１ 平成 31 年４月１日からの特例 

(1) 総則 

高等部における移行期間中の教育課程の編成・実施に当たっては，新高等部学習指導要

領第１章の規定のうち，特例告示において移行期間中に適用すべきものとしている事項を

踏まえ，その趣旨の実現を図ること。 

(2) 各教科等ごとの特例の概要等 

① 視覚障害者，聴覚障害者，知的障害者，肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教

育を行う特別支援学校 

ア 従来の「総合的な学習の時間」を「総合的な探究の時間」に改め，新高等部学習指

導要領によることとしたこと。 

イ 特別活動については，新高等部学習指導要領によることとしたこと。 

② 視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特

別支援学校 

ア 各教科の目標及び各科目の目標と内容については，現行高等部学習指導要領の規定

により準ずることとされる高等学校学習指導要領（平成 21年文部科学省告示第 34号）

によるものとし，平成 30 年文部科学省告示第 172 号（平成 31 年４月１日から新高等

学校学習指導要領が適用されるまでの間における現行高等学校学習指導要領の特例を

定める件。以下「高等学校特例告示」という。）第２項の(1)から(9)までの規定による

ものとすることとしたこと。その際，学校教育法施行規則（昭和 22 年文部省令第 11

号。以下「省令」という。）に示す福祉に属する科目として「福祉情報」を加えたこと。 

イ 各教科の各科目に関する指導計画の作成と内容の取扱いについては，新高等部学習

指導要領によることとしたこと。 

③ 視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校 

ア 保健理療については，全部又は一部について新高等部学習指導要領によることがで

きることとしたこと。その際，省令に示す保健理療に属する科目として「保健理療情

報」を加えたこと。 

イ 理療については，全部又は一部について新高等部学習指導要領によることができる

こととしたこと。その際，省令に示す理療に属する科目として「理療情報」を加えた

こと。 

ウ 理学療法については，全部又は一部について新高等部学習指導要領によることがで

きることとしたこと。その際，省令に示す理学療法に属する科目として「理学療法管

理学，理学療法臨床実習，理学療法情報」を加えたこと。 

 

④ 聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校 

ア 印刷については，全部又は一部について新高等部学習指導要領によることができる

こととしたこと。その際，省令に示す印刷に属する科目として「印刷製版技術，ＤＴ

Ｐ技術，印刷情報技術，デジタル画像技術」を加えたこと。 

イ 理容・美容については，全部又は一部について新高等部学習指導要領によることが

できることとしたこと。その際，省令に示す理容・美容に属する科目として「関係法

規・制度，保健，香粧品化学，文化論，運営管理，理容・美容情報」を加えたこと。 
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ウ クリーニングについては，全部又は一部について新高等部学習指導要領によること

ができることとしたこと。 

エ 歯科技工については，新高等部学習指導要領によることとしたこと。その際，省令

に示す歯科技工に属する科目として「歯科技工情報」を加えたこと。 

⑤ 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校 

ア 各学科に共通する各教科及び主として専門学科において開設される各教科について

は，全部又は一部について新高等部学習指導要領によることができることとしたこと。 

 

２ 平成 32 年４月１日からの特例 

(1) 総則 

高等部における移行期間中の教育課程の編成・実施に当たっては，新高等部学習指導要

領第１章の規定のうち，特例告示において移行期間中に適用すべきものとしている事項を

踏まえ，その趣旨の実現を図ること。 

(2) 各教科等ごとの特例の概要等 

① 視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校 

ア 理学療法については，新高等部学習指導要領によることとしたこと。 

② 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校 

ア 従来の「道徳」を「特別の教科 道徳」に改め，新高等部学習指導要領によること

としたこと。 

 

３ 移行措置の適用対象 

移行措置は，１(2)①アに示す総合的な探究の時間，②アに示す高等学校特例告示第２項の

(5)の規定及び④エに示す歯科技工に関する特例並びに２(2)①アに示す理学療法及び②アに

示す特別の教科道徳に関する特例を除き，移行期間中に在籍する全ての生徒に適用すること。 

１(2)①アに示す総合的な探究の時間及び④エに示す歯科技工に関する特例については，平

成 31 年４月１日以降に高等部に入学した生徒について適用すること。１(2)②アに示す高等

学校特例告示第２項の(5)の規定に関する特例については，平成 30 年４月１日以降に高等部

に入学した生徒について適用すること。 

２(2)②アに示す理学療法及び特別の教科道徳に関する特例については，平成 32 年４月１

日以降に高等部に入学した生徒について適用すること。 

 

４ 各教科等の学習指導上の留意事項 

各教科等の指導に当たっては，１から３までにより新高等部学習指導要領を踏まえた指導

に十分配慮するとともに，特に次の事項に留意すること。 

(1) 視覚障害者，聴覚障害者，知的障害者，肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育

を行う特別支援学校 

① 特例告示の内容に十分留意した指導計画を作成すること。 

  特に，移行期間中に新高等部学習指導要領の規定を適用することとされている事項に

ついては，新高等部学習指導要領の規定により，適切な指導が行われるようにすること。 

② 移行期間中に新高等部学習指導要領によることができるとされている教科において，
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実際に新高等部学習指導要領による場合には，その内容に応じて適切な教材を用いると

ともに，十分な授業時数を確保して指導が行われるようにすること。 

(2) 視覚障害者，聴覚障害者，肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別

支援学校 

① 「高等学校学習指導要領の改訂に伴う移行措置並びに移行期間中における学習指導等

について（通知）」（平成 30 年８月 31 日付け 30 文科初第 727 号文部科学事務次官通知。

以下「高等学校移行措置等通知」）の４の(3)から(6)までの規定に準ずる。 

 

５ 移行期間中における学習評価の取扱い 

移行期間中における学習評価の在り方については，移行期間に新高等部学習指導要領の規

定を適用する部分（第３章特別の教科道徳を除く。）を含め，現行高等部学習指導要領の下の

評価規準等に基づき，学習評価を行うこと。 

特別の教科道徳については，追って別途通知する予定であること。 

 

第３ 留意事項 

１ 特別支援学校教諭等免許状の早期取得促進 

平成 27 年 12 月の中央教育審議会答申「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上

について」において，平成 32 年までにおおむね全ての特別支援学校教員が当該学校教諭等免

許状を保有することを目指すとされたことを踏まえ，特別支援学校教諭等免許状保有者の特

別支援学校への採用・配置，同免許状を保有しない特別支援学校教員に対する免許法認定講習

の受講促進など，計画的な同免許状保有率向上の取組を進め，特別支援学校教員の専門性向上

に引き続き努めること。 

 

２ 新高等部学習指導要領の実施に必要な諸条件の整備 

答申において指摘されているとおり，新高等部学習指導要領の実現のためには，これから

の学校教育の在り方に関わる諸改革との連携を図るとともに，教師の授業改善や子供と向き

合う時間を確保し，教師一人一人が力を発揮できるようにする必要があること。 

具体的には，平成 29 年４月から施行されている教育公務員特例法等の改正を踏まえ，教員

養成・採用・研修を一体として，教師の資質・能力の向上を図ること。教職員の業務の見直し

や部活動の運営の適正化などによる業務の適正化を図ること。学校図書館の充実や指導体制，

学校施設・設備，ＩＣＴ環境の整備など教材や教育環境の整備・充実を図ること。 

特に，特別支援学校において教室不足が生じている状況を踏まえ，各設置者において，その

解消計画を策定・更新するとともに，新設校の設置，校舎の増築，分校・分教室による対応，

廃校・余裕教室等の既存施設の活用等により，引き続き教室不足解消のための取組を進めるこ

と。 

 

３ 新高等部学習指導要領の周知・徹底 

新高等部学習指導要領の理念を各学校において実現するためには，各学校の教職員が新高

等部学習指導要領の理念や内容についての理解を深める必要がある。このため，文部科学省と

しては，平成 30 年度，平成 31 年度に新高等部学習指導要領に関する説明会を開催するなど，



273 

 

 

 

 

周知・徹底を図ることとしており，各教育委員会等においても，新高等部学習指導要領等に関

する研修会を開催し，教職員への周知・徹底を図ると共に，例えば，地域の教員養成大学と意

見交換を行う際に，その概要を共有するなど，各教育委員会等の実態に応じて高等教育関係者

への情報共有や周知の取組を工夫されたいこと。 

また，新高等部学習指導要領は大綱的な基準であることから，その記述の意味や解釈など

の詳細については，文部科学省が作成・公表する新高等部学習指導要領解説において説明する

ことを予定している。このため，新高等部学習指導要領解説を活用して，教職員が新高等部学

習指導要領についての理解を深められるよう周知・徹底を図ること。 

 

４ 家庭・地域との連携・協働の推進 

学校がその目的を達成するため，学校や地域の実態等に応じ，教育活動の実施に必要な人

的又は物的な体制を家庭や地域の企業や団体等の協力を得ながら整えるなど，家庭や地域社

会との連携及び協働を深めること。 

 

 

本件担当： 

文部科学省 電話：03（5253）4111（代表） 

 初等中等教育局 特別支援教育課（内線 2003） 
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60．性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対するきめ細かな対応等の実

施について（教職員向け） 

 

 

 

    

性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対するきめ細かな対応等の実施について（教職員向け）周知資料（平成28年4月） 

URL https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/04/__icsFiles/afieldfile/2016/04/01/1369211_01.pdf 
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61．ユニバーサルデザイン 2020 行動計画・心のバリアフリーノート等について 

事 務 連 絡 

令 和 元 年 1 1 月 1 3 日 

 

各都道府県教育委員会指導事務主管課 

各指定都市教育委員会指導事務主管課 

各都道府県私立学校事務主管課 

附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務主管課  御中 

構造改革特区域法第12条第1項の認定を受けた 

各地方公共団体株式会社立学校事務主管課 

 

文部科学省初等中等教育局教育課程課 

 

 

心のバリアフリーノートについて 

 

文部科学省では、平成 29 年２月にユニバーサルデザイン 2020 関係閣僚会議においてまと 

められた「ユニバーサルデザイン 2020 行動計画」を踏まえ、児童生徒が様々な心身の特性や考

え方をもつ全ての人々が相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合う「心のバ

リアフリー」に関する理解を深めることができるよう、令和元年 10 月に、「心のバリアフリー

ノート」を作成し、下記のとおり、文部科学省 HP に掲載しました。 

各学校においては、児童生徒が「心のバリアフリー」に関する理解を深めるための指導の

一助として御活用いただきますようお願いします。 

このことについては、各都道府県・指定都市教育委員会指導事務主管課におかれては、所

管の学校（小学校、中学校、高等学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校等を

いう。以下同じ。）及び域内の市区町村教育委員会に対し、各都道府県私立学校事務主管課

におかれては、所轄の学校及び学校法人に対し、各国立大学法人附属学校事務主管課におか

れては、 その管下の学校に対し、各地方公共団体株式会社立学校事務主管課におかれては、

その主管に係る学校に対し、御周知いただきますようお願いします。 

なお、各学校においては、適宜、文部科学省 HP よりダウンロードしていただきご活用い

ただければと存じますが、ご参考までに別添のとおり、一部お送りさせていただきます。 

 

記 

 

・心のバリアフリーノート 小学校用 

・心のバリアフリーノート 小学校用 指導上の留意点  

・心のバリアフリーノート 中高生用  

・心のバリアフリーノート 中高生用 指導上の留意点  
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（文部科学省 HP トップ > 教育 > 小学校、中学校、高等学校 > 学習指導要領 「生きる力」 

> 授業改善のための参考資料 > 各教科等に関係する教材や資料集等のウェブサイトについて） 

   https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1394142.htm 

 

【本件担当】 

文部科学省初等中等教育局教育課程課 

教育課程第一係（梶濱、加藤、日野） 

ＴＥＬ：03-5253-4111（内線 2903） 

ＦＡＸ：03-6734-3734 

E-mail：kyoiku@mext.go.jp 

----------------------------------------------------------------------------- 

※リンク先については、「教職課程認定の手引き（別冊）」への収録に伴い、初等中等教育局教育教

育職員政策課において修正済です。 

 

また、次頁より、「心のバリアフリーノート 中高生用」を掲載しております。 

 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1394142.htm
mailto:kyoiku@mext.go.jp
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